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午前１０時    開議 

○議長（行重 延昭君）  定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

  会議録署名議員の指名   

○議長（行重 延昭君）  本日の会議録署名議員を御指名申し上げます。２３番、河杉議

員、２４番、今津議員、御両名にお願い申し上げます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

  一般質問   

○議長（行重 延昭君）  議事日程につきましては、昨日に引き続いての一般質問でござ

います。よろしくお願いをいたします。 

 これより早速質問に入ります。本日最初は、１６番、吉村議員。 

        〔１６番 吉村 弘之君 登壇〕 

○１６番（吉村 弘之君）  皆さん、おはようございます。一般質問の最終日となります。

きょうは大雨ですけど、よろしくお願いします。 

 「自由民主党一心会」の吉村といいます。今回は大きく３項目についてお伺いします。 

 通告に従いまして、質問させていただきます。 

 まず、最初に、新エネルギービジョンの策定についてということです。 

 新エネルギー・省エネルギーの導入普及に当たっては、自然環境、経済活動等の地域特
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性を踏まえ、その導入・普及を進める必要があり、地方公共団体等が地域の住民、企業等

と連携して、エネルギー環境問題に対する地域全体の意識を高めつつ、新エネルギー・省

エネルギーの導入の促進を図ることが求められています。山口県内では、山口県、山口市、

周南市、岩国市、下関市などにおいて、地域新エネルギービジョンが定められ、地域にお

ける新エネルギー・省エネルギーの導入・普及を図っております。 

 しかしながら、防府市においては、防府市環境基本計画において、新エネルギーなどに

関して述べられているだけで、本格的なビジョンとは言えません。近年、本市においては、

大型の実用施設では、日本で初と言ってよいクリーンセンターでのバイオマス発電、防府

エネルギーサービス株式会社の工場増設、それと私有地にメガソーラーが設置されるなど、

その取り組みを強化しているにもかかわらず、その方向性が示されているとは言えない状

況です。特に、私有地におけるメガソーラー適地には、公募制を取り入れるべきだと考え

ております。 

 また、県においては、新エネルギーに関して、水素を活用していくなど積極的な施策が

進められています。このままでは防府市民は２０１６年の電力自由化の波に取り残され、

自由な電気料金の選択肢が他市よりも少ないことになり、高い電気代を払うことにもなり

かねません。 

 また、後にも質問しますが、市が運営している市役所をはじめ、公共施設の運営費の主

要部分を占める光熱費の削減をするためにも、新しいエネルギービジョンは必要不可欠な

問題と言えます。 

 そこで、３点についてお伺いします。現在の防府市環境基本計画における新エネルギー

普及の導入目標と、達成に向けた取り組みの状況はいかがでしょうか。 

 ２点目、スマートコミュニティに対しての本市の取り組みはいかがでしょうか。 

 ３点目、県や県内他市では、新エネルギーに特化した計画が策定されているが、本市に

おける新しい計画の策定についてはいかがでしょうか。 

 以上、答弁をよろしくお願いします。 

○議長（行重 延昭君）  １６番、吉村議員の質問に対する答弁を求めます。生活環境部

長。 

○生活環境部長（福谷 眞人君）  それでは、新エネルギービジョンの策定についての御

質問にお答えいたします。 

 初めに、防府市環境基本計画におけます新エネルギー普及の導入目標と達成に向けた取

り組み状況についてのお尋ねでございますが、本市におきましては、環境の保全に関する

施策の総合的かつ計画的な推進を図ることを目的とした、防府市環境基本計画を策定して
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おりまして、「自然と調和のとれた環境の創造」、「明るい豊かな健やかな郷土の継承」

を基本目標に定めているところでございます。 

 この目標を実現するための施策の一つといたしまして、環境への負荷が少ないまちづく

りを推進し、さらに、具体的な取り組みといたしまして、省エネルギー・新エネルギーの

普及を進めることといたしております。 

 御質問の新エネルギー普及の導入目標でございますが、新エネルギー導入に関する補助

金の利用件数を進捗管理指標として定めておりまして、この進捗を確認する年度としてお

ります平成２７年度及び平成３２年度において、その数をともに年間３００件という数字

を目標に掲げておるところでございます。 

 また、その具体的な取り組み状況でございますが、本市におきましては、地理的条件や

システムの設置・管理の容易さなどから、現時点におきましては、太陽光発電を新エネル

ギー普及の中心として捉えまして、本市独自の住宅用太陽光発電システム導入助成事業に

より、積極的に推進いたしているところでございます。 

 その実績といたしましては、防府市環境基本計画実施期間の初年度でございます平成

２４年度が４０４件、また、平成２５年度におきましては、４６１件と進捗管理指標の年

間３００件を大きく上回っている状況でございます。 

 そして、昨年度におきましては、国がこの住宅用太陽光発電システム設置費補助制度を

廃止いたしておりまして、それにあわせて県内の４つの市町においても、この補助制度を

終了いたしておるところでございます。 

 しかし、本市といたしましては、今後ともこの住宅用太陽光発電システム導入助成事業

を、本市の省エネルギー・新エネルギー普及の中心的な事業として強力に推進していきた

いと考えておるところでございます。 

 次に、スマートコミュニティに対する本市の取り組みについてでございますが、スマー

トコミュニティは、再生可能エネルギーや電気と熱を併給できるコージェネレーションな

どの分散型エネルギーを用いつつ、あわせてＩＴや蓄電池等の技術を活用することで、エ

ネルギー需給を総合的に管理し、都市におけるエネルギー利活用の最適化を構築する取り

組みとして、現在、国において議論、検討が進められているほか、国内４地域において実

証事業が行われているところでもございます。 

 スマートコミュニティの構築につきましては、小規模分散型及び地産地消型の電源を確

保するとともに、家庭やビル、工場などとそれぞれの電源をＩＴネットワークでつなぎ、

さらに、コントロールセンターにおいて一括管理するなど、地域単位での一体的な取り組

みが必要となります。 
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 しかしながら、機器の設置に関して、コスト面での経済的な負担が大きいにもかかわら

ず、利用者の具体的なメリットが判然としないこと、また、スマートコミュニティの事業

主体にとりましても、明確なビジネスモデルが描かれていない中で、スマートコミュニテ

ィ構築に向けた積極的な参入が望みにくいことなど、国の「次世代エネルギー・社会シス

テム協議会」におきましては、多くの課題が指摘されているところでもございます。この

ようなことから、本市といたしましても、今後の国の動向等を十分注意してまいりたいと

考えておるところでございます。 

 最後になりますが、新エネルギーに特化した計画の作成についてのお尋ねでございます

が、議員御案内のとおり、山口県におきましては、地球温暖化防止や産業振興などに寄与

する再生可能エネルギーを総合的、計画的に導入するため、平成２５年３月に山口県再生

可能エネルギー推進指針を策定され、環境政策の上位計画でございます山口県環境基本計

画に掲げる再生可能エネルギー関連の取り組みを実現するための具体的な方向性を示され

ております。 

 また、県内他市におきましては、地域の特性に応じた新エネルギーの導入を推進するた

めに、市内全域での新エネルギーの利用可能量の調査などを含めたビジョンを策定してい

る市もございます。 

 本市におきましては、防府市環境基本計画や山口県再生可能エネルギー推進指針に基づ

き、本市の特性に応じた新エネルギーの普及を進めておりまして、そうした中で、昨年

８月には、牟礼津崎沖の一般廃棄物最終処分場跡地において、民間事業者によるメガソー

ラーが稼働し、これまで未利用なまま放置せざるを得なかった公有地が、新エネルギーに

よる電力の安定供給に貢献するとともに、また、土地貸し付けによる貴い財源をも生み出

しております。 

 なお、ことしの１１月には、メガソーラーの規模が拡大される予定でもございます。ま

た、ことしの４月からは、先ほど議員も述べられましたが、防府市クリーンセンター新ご

み処理施設におきまして、バイオガス化施設と焼却施設を組み合わせた高効率な廃棄物発

電によりまして、一般家庭で約６，０００世帯分の年間電力消費量に相当する電力を生み

出す、国内初と言われる最新鋭の施設を導入したことで、ただいま全国的にも注目されて

いるところでもございます。 

 このような中、平成２８年度におきましては、防府市環境基本計画の中間見直しを行う

ことといたしておりますことから、議員御提案の新エネルギーに特化した計画の策定、ま

た、あるいは防府市環境基本計画の省エネルギー・新エネルギー普及の項の充実を図るこ

となども含めまして、今後、調査・研究してまいりたいと存じますので、御理解賜ります
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ようよろしくお願い申し上げます。 

 以上、御答弁申し上げます。 

○議長（行重 延昭君）  １６番、吉村議員。 

○１６番（吉村 弘之君）  御答弁、ありがとうございます。ここに山口県の先ほど述べ

られた山口県再生可能エネルギー推進指針というのがあります。この中には、それぞれ各

市が取り組んでいる民間の事業者も含めた取り組み状況とか、そういうこれから再生可能

エネルギーをどういうふうに進めたらいいかというのが載っております。その中で、残念

ながら防府市の項がちょっとやっぱり少ない。特に山口県は森林が多いということもあり

まして、木質系のそういう燃焼施設とかペレットとか、そういうのを使った事業者がかな

りたくさん今あります。で、県の施設もそういうことで、木質ボイラーを使った施設が農

業大学校や県の阿知須にあるプールなんかで使われております。 

 今、ここで私が取り上げさせていただいたのは、次の項でもちょっと申し上げたいんで

すけども、公共施設白書ができ上がりました。これから公共施設のあり方が見直されてく

ると思います。この中で、そういう太陽光をこれからどういうふうに公共施設に生かすの

かということとか、公共施設を核にしたスマートシティを構築していただけないかな。と

いうのが、今からは停電があったら即だめなんじゃなくて、そこの市庁舎が例えば建て替

わるのであれば、そこで電気をためる。で、そのピーク時の電力がぐっと上がってきたと

きにカットができれば、契約電力が下がるということで、ためた電気を使えばピーク時の

電力がカットできることによって、そういう電力契約の金額がぐっと下がるということが

あります。 

 こういう中で、そういういろんな国の政策で、今から新エネルギーとかスマートコミュ

ニティとかいう施策があります。これをぜひぜひそういう計画を立てながら、今後の公共

施設の推進計画にやってほしいということと、メガソーラーの用地についても、単なる随

意契約ではなくて、例えば、公募提案型とか、今後考えられるのが学校の耐震化が終わっ

た後に屋根を貸していくとか、もう他の県や市では行っております。屋根貸し事業、これ

も含めて公募の制度をぜひ考えていただきたいなと思って、これは提案させていただきま

す。 

 それでは、次の項に移らさせていただきます。 

 次の項は、公共施設の整備計画について。平成２６年３月にまとめられた本市の公共施

設白書によると、公共施設の老朽化率は、全体で６１．７％と高く、特に保健施設、集会

所は１００％、庁舎等やその他の社会教育系施設については９０％を超えている状況です。

全ての公共施設を現行の状態で更新した場合、今後４０年間の修繕費及び更新将来費用は、
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４０年間の総費用で１，２７９億４，０００万円、１年あたりの平均費用は３２億円とな

り、最近の既存更新分の５カ年の平均が７．５億円であるため、今後約４倍近い費用を確

保する必要があります。 

 白書の中では、こうした状況を踏まえ、本当に必要な公共サービスを峻別し、既存施設

の計画的な保全、施設の長寿命化を図り、効率性の観点から管理運営の方法を見直しを行

って、全庁的な視点から施設の最適化に向け、平成２６年度には公共施設マネジメント基

本方針を策定することになっています。平成２４年度決算における本市の歳出総額は、約

４１６億円となっており、借入金に対する返済額の大きさを示す実質公債比率については

４．４％で、県内１３市の中では２番目に低い、よい数字となっております。 

 しかしながら、平成５２年度までの３０年間で、本市の推計人口は少子化の影響で約

９万８，０００人となる見込みで、税収の伸びが期待できず、高齢化による扶助費が増大

することで市財政が圧迫される状況となります。 

 こうした中、限られた財源で必要な公共サービスをどのようにマネジメントしていくか

については、今後の本市のあり方を左右する重要事項であると考えます。全てのことをす

るのではなく、選択と集中という言葉のように、何が最重要課題であるかについては、広

く市民の意見を聞き、公開の場でそれを審議することが住民のコンセンサスを得るために

は必要です。 

 また、今後の本市の課題として、巨額の建設費がかかることが予想される市庁舎につい

ては、位置、建設や運営方法は十分な審議が必要になると思うので、現在、平成３１年度

には、早ければ着工するということが示されていますが、もう少し審議する必要があるの

ではないかと思います。先ほども述べたように、新エネルギーのこととか、後で述べます

女性が働きやすい職場とか、総合的に考えるべきだと考えております。 

 そこで、２点についてお伺いします。公共施設における最優先課題と財政的裏づけにつ

いてはどうなっているでしょうか。 

 それと、２点目、新市役所庁舎の位置はどのように考えておられるのでしょうか。 

 以上、答弁をよろしくお願いします。 

○議長（行重 延昭君）  執行部の答弁を求めます。市長。 

        〔市長 松浦 正人君 登壇〕 

○市長（松浦 正人君）  御質問にお答えをいたします。 

 本市が保有する公共施設のサービス、施設の老朽化、管理運営、コストなどの客観的な

情報を整理・分析し、市民の皆様と公共施設の現状や課題などの情報を共有することを目

的に、本年３月に防府市公共施設白書を作成いたしたところでございます。 
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 市が保有する全ての公共施設を現行どおり保持していった場合には、老朽化対策や更新

にかかる費用が膨大となり、その財源の確保が難しくなることが見込まれてまいります。

そのため、老朽化が進む施設をどのように維持し、保全し、また更新していくかという取

り組みは、これからの市政運営におきまして、極めて大きな課題であると認識しておりま

す。 

 これらの老朽化や耐震化などの課題に対しましては、既に学校教育系施設の防府市立学

校施設耐震化推進計画や住宅施設の防府市公営住宅等長寿命化計画を策定し、国からの交

付金などの財源措置を確保しながら順次対策を進めているところでございます。 

 それ以外の今後の公共施設のあり方につきましては、本年度全庁的な視点から、施設の

最適化に向けまして、市民の皆様の御意見をお聞きしながら、取り組みの方向性などを定

める公共施設マネジメント基本方針を策定してまいりたいと考えております。 

 また、次年度以降におきましては、公共施設の最適化に向けまして、施設の複合化や統

合化など、施設の効率的な配置の検討を行うとともに、施設の長寿命化や耐震化に取り組

んでいく必要があると考えております。 

 次に、新市役所庁舎の位置について御質問でございましたが、庁舎につきましては、平

成２３年度及び平成２４年度に実施いたしました第２次耐震診断で、１号館から５号館ま

で、いずれも必要とされる耐震性を有していないということが判明したことから、その建

て替えが喫緊の課題であると判断いたしております。昨年度は、庁内の職員によるプロジ

ェクトチームによりまして、建て替えによる基本的な事項を整理したところでございます。

今年度は、学識経験者、各種団体からの推薦者及び公募委員で構成する防府市庁舎建設懇

話会を設置し、さまざまな立場から幅広い御意見を伺うこととしておりまして、現在、こ

の懇話会の立ち上げに向けて準備を進めているところでございます。 

 今後のスケジュールについて申し上げますと、来年度から基本構想・基本計画の策定に

着手し、その後基本設計、実施設計と進み、早ければ平成３１年度には建設工事に着工し

たいと考えております。 

 本年度は、先ほど申し上げました懇話会におきまして、まず必要な施設内容などについ

ての御意見をいただくこととし、議員御質問の新庁舎の位置につきましては、来年度から

の基本構想・基本計画策定の中で検討してまいりたいと考えております。 

 また、基本構想・基本計画の策定に当たりましては、市民を含めた新たな委員会を設置

いたしまして、具体的な御意見をいただきながら進めてまいります。 

 庁舎建設のための検討の視点にはさまざまなものがございまして、庁舎という施設がま

ちづくりに与える大きな影響を考慮すれば、中長期的な視野に立った慎重な検討も大変必



－273－ 

要と心得ておりますが、一方で、耐震化の不足など課題を解決するためには、できるだけ

早期の実現が望まれるところでもございます。さまざまな課題に対してよりよい対応を見

出していくために、市民の皆様と一緒になって検討してまいりたいと考えておりますので、

御理解と御協力のほどお願い申し上げます。 

 以上、答弁申し上げました。 

○議長（行重 延昭君）  １６番、吉村議員。 

○１６番（吉村 弘之君）  御答弁ありがとうございました。早ければ平成３１年には着

工ということでお聞きしました。で、ここに周南市の庁舎建設基本計画というのが、

２６年の２月、ことしの２月に定められまして、周南市においては、庁舎建設が、約

８０億円近いお金を使って現在の位置に建て替えるということになっています。そういう

中で、ちょっと私の個人的な意見としては、やはり答弁の中でもありました、まちづくり

のためにぜひ庁舎のお金を使っていただきたいなと。そういう、さっきも言いましたエネ

ルギーのビジョンの話とか、いろんな、今現在、防府市が抱えている中心の市街地の活性

化について、その都市の再生を図るという意味でも、庁舎単独を建設するんではなくて、

そういう防府市全体を考えた庁舎建設を、ぜひ懇話会とか基本構想の中で検討していただ

いて、やっていただきたいと思います。 

 その中でも、先ほども言いましたように、新エネルギーの活用やスマートシティ、こう

いう構想を入れていただきたいということと、庁舎だけではなくて、文化福祉会館や公会

堂、この、いろんな今施設があると思います。これを一遍にやるとお金がかかるというこ

とではありますけれども、そういうことも含めて、国の事業で民間の施設にも利用できる

都市機能立地支援事業というのがあります。これは国のほうで、そういう中心の市街地、

郊外にあるものを商業施設や病院などを中心市街地のほうに持って来る場合に、市の土地

を貸したり、それを売ったりするときの優遇制度や交付金措置があるいう都市機能立地支

援事業というのもあります。 

 例えば、公会堂をどっかに移転して、そこが大きな空き地が空いたときに、売るなり貸

すなり、定期借地とか、いろんな方法があります。そのときに国のほうの補助金が受けら

れるという制度もあります。いろんな研究をしていただいて、そういうＩＴ技術を駆使し

たまちづくり、スマートシティという考え方もぜひ入れていただいて、庁舎にぜひエネル

ギーをつくり出す施設、省エネの施設、エネルギーをためる畜エネの施設、これを十分検

討の中に入れていただきたいと思います。 

 あと先日、山根議員の質問にありましたような、雨水を有効利用する施設もぜひ投入を

していただいて、市民の意見をよく聞いていただくという中で、いろんな事業があるんだ
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ということを提案とか資料で、よく先進地を視察していただいたり、研究をしていただき

たいと思います。その中で、やはり財源の確保というのが一番大切だと思います。一番県

内で、１００億円以上使って７割、８割ぐらいの金額が防衛省の予算でつくられた岩国庁

舎とか、防衛省の予算が使えないかどうか、社会施設整備総合交付金、いわゆる旧まちづ

くり交付金みたいなそういう事業を使えないか、で、新エネルギーの導入関係のＮＥＤＯ

の資金が使えないかとか、いろんな財源があると思いますので、これらの検討をよろしく

お願いしたいと思います。これは要望ということで、次の項に移らさせていただきます。 

 次の項は、女性が働きやすい環境整備についてということで、厚生労働省の調査によれ

ば、平成２０年の女性雇用者数は、２，３１２万人とされ、６年連続で増加になっており

ます。雇用者総数に占める女性の割合は、４１．９％と、上昇傾向にあります。その一方

で、男女雇用機会均等法が施行されてから２０年以上経過し、制度上の男女での均等扱い

は定着傾向にあるものの、いまだ妊娠、出産などを機に退職せざるを得ないケース、募集、

採用時における性別のセグメント、また、社内での昇進、人員配置における不当な扱い、

また、セクシャルハラスメントの事案にかかわる相談件数も増加が続いており、女性の離

職を誘発する大きな要素となっております。 

 少子化・高齢化の進む現代日本においては、女性の労働力は社会の存続において不可欠

であるだけではなく、女性の次世代を担う優秀な人材を育んでいくという観点から、働き

やすいと感じることができる就業環境の整備が急務であり、重要な課題であります。 

 また、政府が６月１６日に発表した新成長戦略素案では、企業の競争力強化だけではな

く、女性の活躍の推進や子育て支援の拡充など、家庭の暮らしに直結する政策も多く盛り

込まれました。特に、女性が子育てで職場を離れてしまうと、復帰は難しいと安倍晋三首

相が指摘されたように、女性の活躍推進と子育て支援は重要な課題であります。 

 そこで、新成長戦略素案に、女性の育児と仕事の両立を可能とするため、小学生を放課

後に校内や児童館で預かる放課後児童クラブの定員を、２０１９年度までに３０万人増や

すという目標が定められました。これは子どもが預けられず、母親が仕事を辞めざるを得

ない「小１の壁」、小学校に上がりますとどうしても３時か４時で帰ってしまうというこ

とがありますので、「小１の壁」を打破するねらいがあります。 

 また、保育士不足を解消するための保育士確保プランを策定し、子育て経験のある主婦

を対象に、子育て支援員の資格を創出する予定です。そのような中、既存の制度の積極的

な活用も重要です。 

 制度導入のコスト対策としては、既に育児休業取得促進支援助成金などの各種助成金が

あります。その制度を有効に機能させるためには、女性の就業環境に関する意識改革や気
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兼ねなく制度が利用できる風土の形成が不可欠です。 

 そこで、お聞きします。現在の防府市における結婚、妊娠、出産、育児をしやすい地域

づくりに向けた環境整備、切れ目のない支援の強化はどのように行われているでしょうか。

お伺いします。 

○議長（行重 延昭君）  答弁を求めます。健康福祉部長。 

○健康福祉部長（藤津 典久君）  御質問の結婚、妊娠、出産、育児をしやすい地域づく

りに向けた環境整備、切れ目のない支援の強化についてお答えいたします。 

 議員御案内のとおり、安倍政権の成長戦略、いわゆるアベノミクスのうち、第３の矢の

中では、人材の活用強化策として、女性、若者、高齢者等の人材活用の強化及び女性の活

躍推進、若者の就業支援が掲げられております。 

 中でも、女性は能力や技能がありながら、結婚、妊娠、出産、育児を契機として離職す

る方が少なくなく、統計によると、２５歳から４４歳までの就業率が、女性全体の就業率

より下回る、いわゆるＭ字カーブが課題となっております。 

 防府市におきましても、平成２３年９月に男女共同参画に関する市民意識調査を実施い

たしましたところ、女性が働き続ける上で支障となること３点としましては、１点目に、

育児・介護休業、子の看護休暇が取得しにくいこと。２点目としては、学童保育などの育

児に対する社会的な支援サービスが不十分であること。３点目としましては、育児・介護

休業等から復帰した際の、職場の受け入れ体制が不十分であることが上位を占めておりま

す。 

 また、一時離職した女性が、再就職に当たって必要なこととしましては、保育・介護

サービスの充実が挙げられており、子育てに関連した育児・保育の切れ目のないサービス

の充実が求められております。 

 防府市の取り組みといたしましては、雇用形態の多様化に伴い、保護者が就労等により

昼間、家庭にいない乳幼児または児童をお預かりする制度として、議員が言われましたと

おり就学前の児童には保育所が、また小学生には留守家庭児童学級がございます。 

 現在、保育所における開所時間は、施設によって若干違いはございますが、原則として

１日当たり１１時間となっております。一方、留守家庭児童学級の開所時間は、学校の授

業がない土曜日と夏休みなどの長期休業日におきましては、８時から１８時までの１日当

たり１０時間となっており、この時間の差が「小１の壁」と呼ばれている問題の大きな要

因となっております。 

 留守家庭児童学級の利用につきましては、保護者の皆様の御要望も多様でありますこと

から、保護者、特に仕事を持つ母親の皆様にとって、さらに利用しやすい制度となるよう、
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今後とも検討してまいります。 

 また、放課後における安全で安心な子どもの居場所を提供する取り組みとして、「放課

後子ども教室」がありますが、こうした活動は子どもの居場所づくりだけでなく、地域の

子育て支援の輪を広げることにもなりますので、今後も関係団体や学校等とも連携を図り

ながら推進してまいりたいと考えております。 

 以上、御答弁申し上げます。 

○議長（行重 延昭君）  １６番、吉村議員。 

○１６番（吉村 弘之君）  御答弁ありがとうございます。今までいろんな議員の方が子

育て支援や女性、男女平等のことについて言われてきました。今回は私も女性が働きやす

いということを質問している一番の要因は、もう執行部の、議場の中を見て女性が１人も

いらっしゃらないということで、やはり市役所の幹部職員、いわゆる民間企業も幹部職員

については３割以上やってくれということがあるように、やはり役所のほうからまず模範

を示していただいて、この４月の部課長名簿で数えさせていただいたら、女性が６人、

１０９人って書いてありまして６人ということで、約５．５％ということになっておると

思います。名簿で数えましたので、もっとほかに幹部の方がいらっしゃるのかもしれませ

んけども、ぜひ３割になるように努力してほしいということと、市役所を建て替えるとき

に、ぜひ職場環境を整えてほしいというか、やっぱり女性が働きやすいということになる

と、更衣室の問題、ちょっとドアを開けたら更衣室だった、ごめんなさいとかいう、今状

況や、市民が相談しやすいそういう間取りや、そういう女性が行ってみようかなという気

軽な気持ちで行っていけるような市役所、それと、これはできるかどうかわかりませんが、

市役所の中にそういう一時預かりできるような保育所的な空間を設けていただいて、職員

組合が運営しても構いませんけども、職員の方が負担して、そういう一時的に預かってい

ただけるスペースを、いろんな公共施設をつくるときには、そういうスペースをやって、

民間のＮＰＯとか、そういういろんな方が子育てについて支援をしたいというときのス

ペースを確保したり、そういう組織づくりをしたりしていただいて、まず今後、そういう

公共施設をつくるときに、ぜひ考えていただきたいと思います。 

 というのが、私の地元の中関公民館では、保育室があります。畳の部屋があるんですけ

ども、ここが今、物置場になっておりまして、私が小学生か中学生のころに建ったと思い

ますけども、そのときには、そういう使い方、保育室という使い方をされてましたけども、

今はどこの公民館も物置場になっているんじゃないかと思います。というのが、どうして

も畳が上に、段が上にあって、で、畳があるので、落下するというおそれがあるので、当

然子どもを寝かしたときに落下しないように、そういうのとか、やっぱり障害物がないよ
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うなつくりをしていただいて、なるべくフリーなスペースを、保育しやすいスペースをつ

くっていただけるようにしていただきたいと思います。これはもう要望ということで。 

 今回、主にそういう３点をやらさせていただいたのは、今回、公共施設白書ができたと

きに、そういうエネルギー問題、女性の働きやすい、そういう観点を入れながら、庁舎を

建て替えればいいんじゃないということで、ぜひいろんな方の意見を、特にここの執行部、

男性ばっかりが考えるんじゃなくて、女性の方の意見をぜひ入れていただきたいと思いま

して、私の質問を終わらさせていただきます。どうもありがとうございました。 

○議長（行重 延昭君）  総務部長、どうぞ。 

○総務部長（吉川 祐司君）  すみません、終わられたんですが、１点だけ御理解をいた

だきたいと思います。議員の御意見、庁舎建設に当たりましては、十分検討をさせていた

だきますし、そういうつもりも持っております。 

 一つ御理解いただきたいのは、幹部職員に女性職員がいないという点でございます。こ

れは職員の採用、この幹部職員の年齢になりますと、もう４０年近く前に採用されておる

職員ばかりでございます。その時分に、私と同学年、私ことし定年でございますけれども、

私と同学年から私より５歳下まで６年間女性職員の採用がございません。これは理由はわ

かりません。今一番若いのが、五十三、四と、いわゆる大卒採用、高卒採用で違いますの

で、一番若いのでも五十三、四ぐらいと思います。 

 したがいまして、意図的に幹部職員に女性がいないということじゃなくて、これは年齢

構成上やむを得ない状況になっているということは御理解いただきたいと思います。 

 それから、庁舎建設の庁内の何というんですか、プロジェクトチームをつくりまして、

去年検討いたしましたけれども、それにはもちろん女性も十分入っておりますし、御意見

もいただいておると。これからも議員御提案がございましたように、十分な意見を取り入

れていきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（行重 延昭君）  １６番、吉村議員。 

○１６番（吉村 弘之君）  補足ありがとうございました。じゃあ、市長さんにぜひ、あ

と４年間あるわけですから、女性の幹部職員をぜひ登用していただけるように、よろしく

お願いします。 

 で、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（行重 延昭君）  以上で、１６番、吉村議員の質問を終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（行重 延昭君）  次は、１９番、田中健次議員。 
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        〔１９番 田中 健次君 登壇〕 

○１９番（田中 健次君）  市民クラブの田中健次でございます。 

 ２点ほど質問をさせていただきますが、最初の質問は、行政評価についてであります。

この行政評価については、２０１１年、平成２３年６月議会と２０１２年、平成２４年

１２月議会において自治基本条例第１８条に行政評価が定められており、自治基本条例の

他の項目とともに、市の取り組みについてお伺いをいたしました。これまでの一般質問で

述べてきたことを繰り返すことになりますが、行政評価とは、自治体の仕事を効率的、効

果的に進めるための事業評価をしていくことで、自治体は民間企業と異なり、利益増大が

業績目標とはなりません。 

 したがって、自治体の仕事は財務数値だけで評価することはできないということであり

ます。環境で言えば水質・大気・土壌汚染をあらわす数値のような非財務数値で示される

わけであります。財務数値に非財務数値を加えた評価をし、行政運営の手法として展開し

ていくのが行政評価だ、こういうふうに識者から言われております。 

 ２０１１年、平成２３年６月議会では、２０１１年度、平成２３年度中にこの行政評価

の結果を公表したい旨の答弁がありました。当該年度中の２０１２年、平成２４年３月に

初めて行政評価の結果が公表されました。 

 続いて、２０１２年、平成２４年１２月議会の２回目の質問で、この第１回目の行政評

価について、評価の記載内容や評価の甘さについて指摘をさせていただきました。行政評

価については、その後、第２回目が２０１３年、平成２５年３月に、第３回目は努力をさ

れて以前より早く、昨年２０１３年、平成２５年１１月に公表されております。 

 今回の一般質問では、昨年１１月に公表されたこの第３回目の行政評価の内容について、

私なりの意見を申し上げ、市執行部のお考えを伺い、今後の改善につなげていただきたい

というふうに考えております。 

 １つ目は、前回の一般質問でも申し上げた評価の甘さという点であります。この第３回

目の行政評価においては、事務事業評価で５６９事業を評価しておりますが、評価項目で、

いわば最上位に位置づけられる拡大が１事業、以下、維持継続が５３４事業、維持改善が

３４事業、縮小、休止、廃止がゼロという、こういう状況では行政評価とは言えないので

はないかというふうに感じます。この点についての市執行部のお考えをお伺いをしたいと

思います。 

 ２つ目は、この行政評価と予算編成の関係についてであります。予算編成に当たって、

こうした行政評価はどのように反映されているのかよくわかりません。行政評価でただ一

つ拡大という評価を得た事務事業は、庁舎建設基金積立事業ですが、この後に編成された
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平成２６年度当初予算では、昨年と同規模の内容になっていて、予算額は拡大をしており

ません。行政評価の結果を予算編成作業に反映させる仕組みをつくるべきと考えますが、

どのように予算編成に反映させているのかについて、市執行部のお考えをお伺いしたいと

思います。 

 ３つ目は、行政経営改革との関連はどうなるかという点であります。自治基本条例第

１８条では、効率的かつ効果的な行政運営を図るため、行政評価を実施することを定めて

おりますが、効率的かつ効果的な行政運営を図るという点では、行政経営改革と関連する

ように考えられます。この点についてどのように考えられているのか、市執行部のお考え

をお伺いしたいと思います。 

○議長（行重 延昭君）  執行部、答弁を求めます。市長。 

        〔市長 松浦 正人君 登壇〕 

○市長（松浦 正人君）  御質問にお答えします。 

 本市の行政評価につきましては、担当部署で作成しました事務事業ごとの行政サービス

基本台帳を総合政策課において取りまとめ、総合計画に掲げる施策ごとの行政評価調書を

作成しまして、市民の皆様に公表いたしております。行政評価調書は、施策の評価や施策

に関連する事務事業の方向性を示すとともに、ＰＤＣＡサイクル、いわゆるｐｌａｎ－ｄ

ｏ－ｃｈｅｃｋ－ａｃｔｉｏｎの循環によりまして、施策の進行管理をわかりやすくまと

めております。この行政評価調査を活用して、次の企画立案に生かすことによりまして、

政策の質の向上を図り、第四次防府市総合計画に掲げる将来都市像「人・まち元気 誇り

高き文化産業都市 防府」の実現を目指しております。 

 議員御質問の事務事業評価につきましては、各課が自己評価した行政サービス基本台帳

をもとに、毎年７月ごろから事業検討会、サマーレビューと称した各課事務事業のヒアリ

ングを行いまして、最終評価として総合政策課が拡大、維持継続、維持改善、縮小、休止、

廃止の６項目により事業の方向性を示しております。 

 平成２５年度の事務事業評価は、５６９事業を対象としておりまして、拡大が１事業、

維持継続が５３４事業、維持改善が３４事業、縮小、休止、廃止は、いずれもゼロという

評価でございました。この事務事業評価につきましては、一定の基準に基づき評価してお

りまして、効率的に評価ができるよう行政サービス基本台帳の改善にも努めてまいりまし

た。今後も評価手法の制度を高めてまいりたいと存じますので、御理解のほどお願い申し

上げます。 

 次に、予算編成へ行政評価をどのように反映させているかとのお尋ねでございましたが、

先ほど申し上げましたサマーレビュー、いわゆる事業検討会では、財政課も同席して、各
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課事務事業のヒアリングを行っておりまして、終了した後には総合政策課におきまして、

事業の方向性の評価をするとともに、３カ年の事業費などをまとめた実施計画を策定いた

しております。予算編成の過程において、事業内容の精査や財源調整などを行う際、その

実施計画を活用しているところでございます。 

 最後に、行政経営改革との関連についてのお尋ねでございましたが、行政経営改革にお

きましても、事務事業の改廃などを検討する際には、事務事業評価の結果を参照している

ところでございます。 

 今後も行政評価の評価手法の制度を高めるなどの見直しを行い、行政評価の充実を図る

ことによりまして、行政経営改革にもつなげてまいりたいと存じます。 

 以上、答弁申し上げました。 

○議長（行重 延昭君）  １９番、田中健次議員。 

○１９番（田中 健次君）  評価の甘さということと、それから、予算編成との関連とい

うことが、私が見る限り連動しておるような感じもするんですけれども、まず評価の甘さ

ということについて言いますと、市長の御答弁の中にもありましたように、６段階に分け

て、拡大というのが１で０．２％ですね、これ比率でいくと。で、維持継続というのが

９３．８％、それから、維持改善というのが６．０％というふうに、これは行政評価のと

ころを見ると、行政評価の総括という形の文書がホームページに出ておりますので、それ

でわかるわけですが、要するに行政がみずから自分たちのやっていることを評価をして、

９４％が維持継続だと、今までどおりでそのまま進めて行けばいいというのが９４事業あ

ると。こういう言い方は少し表面的かもしれませんが、やはりそういうような行政評価、

自己評価であれば、防府市はこれから発展していくのか、戦略的にそういう自己評価の甘

さでいいのかというのは、私は問題意識を持っております。そこは受けとめて、ぜひ改善

をしていただきたいというふうにまず申し上げておきたいと思います。 

 それから、もう一つ、予算編成との関連についてですけれども、県内の幾つかの市が行

政評価について取り組んでおります。それで、よそはその行政評価のこの調書といいます

か、資料の中に財政的に例えば拡大すべきものだとか、防府市の場合には、事業が進んで

いるかという達成度と有効性ということでしか評価をしておりません。で、例えばさっき

行政改革との関連で、行政評価を見ているだとか、あるいは予算をつくるときにもそうい

うものを見ているというふうに言われますが、例えば周南市の行政評価のところのホーム

ページを見ますと、要するに旧来の考え方は、Ａという課があって、それを例えば行政改

革推進室が、あるいは政策企画課が情報を取る、財務課が情報を取ると、人事課が情報を

取ると、それが同じ情報をある意味では取るような形であるので、それを一つのサイクル
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として、人事課も財務課も行政改革推進室も政策企画課も同じデータを見て、そこから必

要なものを取り出すという、そういうシステムをつくるという形になっております。 

 防府市の場合、この行政評価の尺度でいくと、基本計画ですね、基本計画の達成度でし

か見ていないわけであります。周南市がそういう状況です。 

 それから、例えば山陽小野田市では、同時に必要性、有効性、効率性、成果指標の達成

度ということで、その事務事業の必要性があるかないか、それから、有効性が高いかどう

か、効率性が高いかどうかというような形で、その４つについて評価項目があるという形

になっております。 

 それから、下関では、これは下関のつくり方は、それとはまたちょっと違ってはおるん

ですが、最終的な評価で、成果の方向性とコストの方向性と。成果としてそれは拡大すべ

きか現状維持なのかどうかと。それから、コストとして拡大するのか現状維持なのかどう

かということで、これについては例えばさまざまな、そういうふうに２つの指標があるわ

けですから、さまざまな形で全部で１０の方向性がその中から生まれてくるわけです。 

 例えば、コストの投入量は拡大するけれども、事務事業は縮小せざるを得ないと、そう

いう評価を得るものもあるわけです。その場合には、お金がかかるけれども、事業とすれ

ば縮小する方向というようなものであれば、それは市民への十分な説明責任を果たしてや

っていくと。あるいは、ただコストを削減するだけのものもありますし、コストを現状の

ままで事務事業を改善するものもあると。 

 そういった形で、他市は予算との関係性、そういったものを重視をして、そういうこと

の中で行政評価というものをやっておりますので、防府市は３カ年にわたってやったわけ

ですけれども、今申し上げたように、山陽小野田市も下関市も、それから、周南市もやり

方はみんなばらばらです。決まった形があるわけではありません。 

 ぜひこの辺は改めて研究をしていただいて、今後の行政評価のやり方についてしていた

だきたいと。今のシステムでは私は十分ではないと考えておりますので、ぜひ研究をして

いただいてというふうに思います。この点は提言ということで受けとめていただいて、今

後、研究していただければと思います。 

 それから、二つ目に、再質問ということで一つお伺い、まず１点お伺いします。 

 一つは、行政評価の公表時期についてお伺いをいたします。最初に申し上げたように、

平成２４年３月、２５年３月、そして、昨年度の分は２５年１１月というふうに、当初は

年度末公表から１１月公表というように公表時期を早められておりますが、これはある意

味では議会の決算審査に間に合わせるようにすべきではないかと。それによって議会の決

算審査も翌年度の予算、こうあるべきではないか、これは拡大すべきではないか、これは



－282－ 

改善すべきではないかと、これは縮小すべきではないかということが言えるわけでありま

して、決算審査の意義というのはそういうところにあるわけでありまして、この辺につい

て議会の決算審査に間に合うようにできないものでしょうか。 

 前回の２回目の私の質問に対して、当時の総務部長の答弁では、こうやって申されてお

ります。やはり決算委員会あたり、前といいますか、それまでには何とか作成できるので

はないかというふうに考えておりますと。実際それに向かって努力されたわけですが、昨

年は１１月ということで、それには間に合わなかったということですが、この辺について

は今後どうでしょうか。 

○議長（行重 延昭君）  総合政策部長。 

○総合政策部長（持構 秀昭君）  それでは、行政評価の公表時期についての御質問につ

いてお答えいたします。 

 まず、行政評価を始めました最初の２３年度、２４年度につきましては、今議員がおっ

しゃったように、年度末ということで少し遅かったんですが、昨年は２年間の経験を踏ま

えて、それから、行政評価の中身につきましても、充実に努める中で、新年度予算の時期、

１１月ぐらいにはやっと公表できたところでございます。 

 ここで改めて、今どういう作業をしているかということをちょっと申し上げますと、ま

ず、普通、出納閉鎖ですね、決算までには、出納閉鎖がまずできまして、行政評価につき

ましては、ここで各課が先ほどありましたように自己評価をします。これは事務事業ごと

に行政サービス基本台帳、これをつくりまして、これをつくるのが出納閉鎖、すぐという

ことです。 

 これをもとに先ほどありましたけれど、総合政策課と財政課が同席しまして、各課の課

長あるいは担当からヒアリングというのを行います。通常でしたら大体７月の下旬からで

す。ことしはちょっと今議会が遅く、遅くといいますか、そういうスケジュールになって

いますので、ことしはちょっと８月の上旬から、毎年約１カ月かかってそのヒアリングを

行います。 

 で、そのヒアリングが終わりまして、総合政策課で数的には今約６００近いんですが、

その全事務事業について、最初にありました、その担当課が最初に自己評価します。これ

とそれぞれ自己評価の項目があります。それと全体の方向性、評価コメントというのがあ

ります。それをランクづけします。それ担当課がやるわけですね。それをもう一度今度は

総合政策課のほうで、本当にそれがちゃんと評価できているかという再調査をやります。

ここで先ほどちょっと甘いとおっしゃいましたその行政評価の調書、この中に事業の方向

性を最終的に総合政策課が書きます。 
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 これらのデータを今度積み上げて、今後３年間の実施計画というのをつくります。ここ

まで来ますと、やはり７月にヒアリングをやって、そういう作業をしてきますと、今の

１１月というのが、今のやり方ではほぼ限界でございます。 

 蛇足になるんですけれど、以前、決算審査委員会というのは、９月議会の後、１２月と

の間でやってましたけれども、二、三年前から決算審査を９月議会でやるようになりまし

た。これには成果報告書というのを財政課が出しますが、これが今のスケジュールの中で

ほぼぎりぎりなんですが、今回のこの行政評価は、それプラスヒアリングとその後の集計

がありますので、決算審査の９月に出すということになると、８月末までにそれができて

いないと議案の上程ができませんので、ちょっとそこは努力はしてみますけれど、なかな

かスケジュール的には苦しいというのが現状でございます。 

 ただ、やり方を変えれば、また別の話でございます。そういった今、作業内容的にはそ

ういうことでございます。御理解を賜りますようお願いします。 

○議長（行重 延昭君）  １９番、田中健次議員。 

○１９番（田中 健次君）  事務的には随分努力をされているんだろうということを、今

の御答弁の中で感じることはできますが、ただ、下関市のこの行政評価報告書は、１０月

に公表されております。それから、山陽小野田市は１１月ですけれども、それと行政評価

とはちょっと言いがたいような感じもいたしますが、防府市の成果報告書に似たような形

と少し行政評価を取り入れたような形で、隣の山口市はやっぱり１０月に出しております。 

 そういう形でぜひ急いでいただくということと、それから、これは我々議会の側が考え

なければいけないことですが、それがもし１０月に間に合わないということであれば、む

しろそういうものとセットで、以前にしておったように、９月議会の中で決算審査をやる

んではなくて、以前は１０月に閉会中の審査という形でやりました。そのほうが資料も十

分に目が通せるということがあったわけですが、そういうことも今後、これは議会の中で

今後検討することでありますが、そういうことを今の御答弁でちょっと思いましたので、

申し上げておきます。 

 それで、もう一つ、そういう関連で申し上げると、周南市は実は２４年度と２５年度、

これは次の質問に関係するわけですけども、次の質問、ちょっと今のことで時期のことは

大体わかりましたが、もう一つは、この評価への市民参加ということについてお伺いした

いと思います。 

 昨年の１１月２９日にまとめられました防府市自治基本条例の見直しに関する提言書、

これでは自治基本条例第１８条の行政評価について提言をされております。条例そのもの

の見直しは必要ないけれども、運用として幾つかの提言がされております。行政評価につ
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いてはこういうふうに述べられております。 

 現在の行政評価は行政内部で行っている自己評価であり、その結果は公表されてはいる

ものの、行政運営の透明性の確保の観点からは、市民等の視点からの評価が反映されるの

が望ましいと考えると。そこで行政評価を実施する際に、市民等の参画の機会を設けられ

ないか検討されたいと述べています。これは学識経験者２名、団体等から推薦された方

４名、公募による方４名の１０名からなる自治基本条例推進協議会の提言になるわけであ

ります。市の執行部としては、このような提言に対して、行政評価への市民参画をどのよ

うに検討されるのか、この点についてのお考えを伺いたいと思います。 

○議長（行重 延昭君）  総合政策部長。 

○総合政策部長（持構 秀昭君）  それでは、行政運営の透明性を図ると、そういった観

点から、この行政評価を実施する際に市民の参画の機会を設けること、ということについ

ての御質問でございます。 

 本市では、行政評価については、今のところ、とにかく行政内部で行っておりまして、

その結果を評価調書としてホームページで公開するということで、ある程度市民の皆さん

には公開はしておるつもりです。ただ、実際の評価の段階では、市民の皆様の御参画をい

ただいておりませんので、この辺については今の仕組みがベストということには全然考え

ておりません。ということで、今も様式そのものもそうなんですけれど、中身につきまし

ても、この３年間ずっと毎年見直しを行っております。 

 で、今議員が御質問されました自治基本条例の見直しに関する提言書に述べてあります、

この市民視点からの評価を反映する、これは大変重要なことなんですが、実際それをどう

いうふうに具体的にやっていくかということについては、現時点ではこうやろうというと

ころまでまだいっておりません。今の防府市の行政評価は、先ほども議員から御指摘あり

ましたけれど、総合計画、これの基本計画、あるいは実施計画をどのように進行管理する

かというところに視点がありまして、その評価をやっている、そこから出発しております。

ですから、これを今おっしゃったように予算との関連、それから、行政経営改革、これに

絡めていくためには、こういった視点が必ず必要になると思っております。 

 そこで、この項目を全てやると大変時間がかかりますし、先ほどありましたように、タ

イムスケジュールで予算の決算審査に間に合うようにするということになりますと、今私

も各市町村の先進のやり方を研究しております。その中でまだこれといったところはない

んですが、そういったやり方を含めて、とにかく公表もある程度早くできる、あるいは市

民の参画もいただける、こういうことができないか、努力はしてまいりますので、今のと

ころ具体策はございませんけれど、問題解決に向けてしっかりやっていきたいと思います
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ので、御理解賜りますようお願いします。 

○議長（行重 延昭君）  １９番、田中健次議員。 

○１９番（田中 健次君）  提言書の中に、そういった文言がありますので、私もお尋ね

いたしましたが、この市民参画というのもなかなか他市の例を聞くと、かなり難しいよう

な感じも私も感じております。先ほど申し上げた周南市は、何年か前にこういうことを実

施しましたが、この２年間はそれをやっておりません。この２年間はむしろ、これはそれ

と直接連動するのか、あるいは別の動きなのかわかりませんが、むしろ議会のほうが行政

評価ということを議会で何点か項目を挙げてやっております。 

 平成２４年度は、１０の事業について議会が行政評価をするという形で、２４年度でい

けば拡充するというものが２事業、継続するというものが３事業、それから、抜本的に見

直しをするというのが５事業、それから、廃止も視野に検討するというのが４事業という

形で、これを議会が実施した行政評価に関する決議という形で、議会の決議という形で行

政評価を執行部のほうにお願いすると、その結果の尊重をお願いするという形で、それに

対して周南市のホームページを見ますと、議会が実施した行政評価に関する決議に対する

今後の対応等ということで、そこの今後の対応は必ずしも議会の出した結論と一致するも

のですべてないのは、ある意味では当然のことですが、行政としての考え方をそこで示さ

れております。 

 ２５年度では、今度は１４事業を抽出して、拡大するが２事業、現状維持が１０事業、

それから縮小がゼロ、廃止するが２事業という形で、２事業のうちの１事業については、

執行部も今後廃止の方向で検討していくというようなことが対応で書かれております。こ

ういったことが今後の方向性ではないかという一つの私なりの考え方を持っておりますの

で、ここで提言ということでさせていただきたいと思います。 

 以上で、行政評価の質問については終わり、続いて、二つ目の質問に入らさせていただ

きたいと思います。 

 質問の第２は、事業系廃棄物についてであります。ことしの議会報告会が６月４日から

１３日までの間に、市内１５カ所で開催されましたが、私は担当の４地区で議会報告をし、

地元に当たる佐波地区の議会報告会にも顔を出させていただきました。議会報告会は合計

で４００名を超える方に参加をいただき、こうした防府市議会の議会改革の取り組みは、

最近では６月に公表された日本経済新聞社産業地域研究所の全国８１３市区を対象とした

議会改革度調査で全国２３位、中国・四国・九州で３位と引き続いて高い評価をいただい

たことをこの場をかりて御報告をさせていただくとともに、私が言うのもおかしいんです

が、議会改革の協議会の会長をしておりますこともありますので、関係の皆様にお礼を申
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し上げたいと思います。 

 話を議会報告会に戻させていただきますが、２つの会場で事業系廃棄物のクリーンセン

ターへの持ち込みが４月から厳しくなっていることへの、クリーンセンター及び最終処分

場と言ったほうがいいかもしれませんが、そのことへの苦情が寄せられました。西浦地区

での内容は、クリーンセンターの最終処分場は、去年まで１業者年間２４トンまでの廃棄

物を捨てることができ、１カ月当たりの制限はなかったのだけれども、ことしは１カ月、

月２トンまでに制限されるようになったと。屋根の吹きかえで瓦、赤土が１件で３０トン

は出るので、これでは困ると、２トンではどうしようもないと、防府で出るごみを防府で

何とかならないのかと、こういうものであります。このような御意見が寄せられました。

私の担当ではなかったんですが、傍聴といいますか、参加をさせていただきました佐波地

区では、今度は畳の例が出されて、このようなことが言われました。これまでのように受

け入れていただきたいという内容であります。このほかにも個別に複数の議員が、市民と

いいますか、中小企業の方から相談を受けたということを聞いております。 

 そこで、具体的な質問に入りますが、１つ目は、事業系廃棄物の受け入れの対応が４月

から変更された、この経緯について、どのようなことでこういったことが行われたのか、

この点について御説明をお願いします。 

 それから、２つ目は、クリーンセンターでの受け入れが難しいこうした事業系廃棄物の、

そういった事例に対する相談体制がどうなっているのか、やはり難しいということであれ

ば、それの対策ということをしっかりしていかなければいけないと思いますので、その辺

についてお伺いをいたしたいと思います。 

○議長（行重 延昭君）  生活環境部長。 

○生活環境部長（福谷 眞人君）  生活環境部のほうから御答弁させていただきます。 

 事業系廃棄物についての御質問でございますが、まず、事業系廃棄物のクリーンセン

ターでの受け入れについて、４月から対応が変更されているが、どのような経緯からかと

のお尋ねでございます。 

 事業系ごみの排出量につきましては、全国的、また山口県におきましても減量化が進ん

でおります中で、本市では増加傾向となっておりまして、その要因として、排出時の分別

が十分にされていないことや、産業廃棄物に該当するものが混入していることなどが挙げ

られ、早急な減量化が求められている状況でございます。 

 このような中で、新たなごみ処理施設の稼働を契機とした防府市にふさわしい循環型社

会の構築に向けまして、平成２５年３月に改定いたしました防府市ごみ処理基本計画にお

いて、事業系ごみ排出量の大幅な削減を目標の一つとして掲げたところでございます。こ
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の一環といたしまして、平成２５年１０月に防府市廃棄物の処理及び清掃に関する条例を

改正いたしまして、新たに産業廃棄物の搬入許可規定を設けまして、産業廃棄物と一般廃

棄物の取り扱いを明確に区分するとともに、事業系資源ごみを無料で受け入れる規定を設

け、適正搬入と適正分別の推進のための仕組みを整えたところでございます。 

 御承知のとおり、産業廃棄物の処理につきましては、ごみの種類ごとに許可を受けた産

業廃棄物処理業者に委託し、最終処分までの処理段階に応じて、マニフェスト、これは産

業廃棄物管理票のことでございますが、このマニフェストの交付を受け、適正処理が行わ

れたか否かを確認する必要があることなど、排出事業者みずからの責任におきまして処理

しなければならないことなどが、廃棄物処理法等で定められておるところでございます。 

 このため、一般廃棄物の処理施設でございますが、本市の新しいごみ処理施設では、産

業廃棄物は原則受け入れないことを基本としているところでございますが、事業者の産業

廃棄物処理についての理解が、いまだ十分でないことなどを鑑み、排出事業者みずからが

搬入する一定量以下のものに限りまして受け入れることとしておるところでございます。 

 具体的には、可燃ごみ処理施設において、当面平成２６年度は、１日１事業者当たり

３５０キログラム以内、１カ月当たりの限度を１トン以内と定めております。また、一般

廃棄物最終処分場への産業廃棄物の搬入につきましては、以前から一月２トン以内、年間

２４トン以内の規定を設けておりましたが、月２トンの量確認が十分にできておりません

でしたので、変更した可燃ごみ処理施設の搬入申請手続きと同様に廃棄物の発生場所等の

審査を行うとともに、搬入量の累積確認を適切に行うことといたしたものでございます。 

 このような搬入方法の変更や一層のごみ減量化につきまして、事業者の皆様に御理解い

ただくために、「事業系廃棄物の減量及び適正処理の手引き」という冊子や、その他資料

を作成いたしまして、平成２５年１２月９日から１３日までの５日間、市内事業所を対象

といたしまして、説明会を開催し、多数の事業者の方々の御出席をいただいたところでも

ございます。 

 さらに、この手引き等につきましては、防府商工会議所など関係機関を通じて、事業者

の皆様に配布するとともに、搬入に来られた事業者の方々に手渡しておるところでござい

ます。また、市広報や市ホームページへ掲載し、事業系廃棄物の搬入方法等の周知に努め

てまいったところでもございます。 

 平成２６年４月からの新分別区分の導入後、５月末までの状況ではございますけど、家

庭系可燃ごみの排出量が２割程度近く減少したところでもございますが、事業系ごみにつ

きましても、事業者の御理解により大幅な減少が見込まれると期待しておるところでもご

ざいます。 
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 今後も、事業者ごとの搬入実績のデータ化に基づく多量排出事業者への指導や、産業廃

棄物の搬入状況に応じた搬入制限量の適正化等に取り組み、ごみ減量化と適正処理をさら

に推進していかなければならない状況でございますので、御理解と御協力のほどよろしく

お願い申し上げます。 

 次に、２点目の事業系廃棄物についての相談体制のお尋ねでございますが、事業系廃棄

物の御相談につきましても、家庭系と同様にクリーンセンターを窓口として承っておりま

す。クリーンセンターで処理できる事業系廃棄物に関するお問い合わせに対しましては、

平成２６年度からの新たな搬入基準や搬入方法、産業廃棄物の搬入制限量などについて説

明しているところでございます。 

 また、産業廃棄物の適正処理のための処理委託などのお尋ねにつきましては、県の管轄

のもとで行われております産業廃棄物の適正処理の仕組みを御説明するとともに、山口県

産業廃棄物協会への相談や山口県ホームページの産業廃棄物処理業者情報検索システムの

活用などをあわせて御紹介しているところでもございます。 

 今後も、事業系廃棄物の適正処理、減量化促進のため、事業者の皆様に対し、なお一層

の周知に取り組んでまいりたいと存じますので、御理解のほどよろしくお願い申し上げま

す。 

 以上、御答弁申し上げます。 

○議長（行重 延昭君）  １９番、田中健次議員。 

○１９番（田中 健次君）  丁寧な御答弁ありがとうございました。先ほど事業者への説

明ということで使った資料が、私たち議員にも昨年いただきましたが、こういった形の事

業系廃棄物の減量及び適正処理の手引きという形の緑色のパンフレットということで、確

かにこれを見て、そして、あるいは昨年の３月に議会も議決しました防府市ごみ処理基本

計画ですね、その内容などを改めて確認をすれば、市の対応というものはそれなりに理解

はできるし、新しいそういった施設をつくるということを一つの契機ということは、確か

にわかるわけであります。 

 ただ、ちょっと申し上げておきたいことは、一つは、産業廃棄物は基本的に事業者がみ

ずから処理しなければならないということが廃棄物処理法で書いてあります。第１１条で

す。第１１条の１項にそう書いてあります。ただ、第１１条の２項には、こういうふうに

書いてあります。市町村は単独に、または協働して、協働というのは一部事務組合だとか

広域連合とかそういうことを言うわけですが、単独にまたは協働して一般廃棄物と合わせ

て処理することができる産業廃棄物、その他市町村が処理することが必要であると認める

産業廃棄物の処理を、その事務として行うことができると、いわゆる法律で言う「できる
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規定」ですね、法律に言えば「義務規定」、それから、「努力義務規定」、「できる規

定」という形で、「義務規定」は、絶対やらないといけないというもの、「努力義務」は、

そのように努めるということで、方向性はそうなんだけれども、できなくても大目に見て

もらえるというのが「努力義務」ということになるのか、大目に見るというのがいいのか、

言葉として適切じゃないかもしれませんが、そういうふうに努力すると。「できる規定」

というのは、それは選択の幅があって、やってもやらなくてもいいということで、この

１１条の２項は、「できる規定」で産業廃棄物の処理を事務として行うことができるとい

うふうに書いてあります。 

 それで、いわゆるこれについては、合わせて行うことができるというので、こういった

専門家というのか関係者の中では、「合わせ産廃」と、合わせてできる産業廃棄物なので

略して「合わせ産廃」というふうに呼ばれて、ホームページで「合わせ産廃」という言葉

を入力すると、かなりそういうことでヒットをして、各種の対応も「合わせ産廃」に対す

る対応も出てまいります。それを見る限り、よそはもっと厳しいところもあるということ

がわかりますので、防府市の対応も全国的に見ればそれなりに理解できることなのかとい

う気はいたしました。 

 ただ、一つだけちょっと申し上げておきたいと思います。廃棄物処理法の解説という厚

い電話帳ぐらいの本があります。財団法人日本環境衛生センターというところが出してお

ります。これの第１１条の２項の解説にこうやって書いてあります。法第１１条第２項の

市町村が処理することが必要であると認める癩癩ちょっと関係ありませんので、ちょっと

抜かしますが癩癩というのは、２つの場合ですね、中小企業の個別処理に委ねることには、

生活環境の保全上の支障等の理由から適当でない場合、中小企業の個別処理に委ねるとい

うことが、つまり適当でない場合、それから、民間による最終処分場等の産業廃棄物処理

施設の整備が、十分に行われない等の結果から、不法投棄が増大する等公益上の見地から、

地方公共団体による処理を必要とする場合、民間の産廃処分場が不十分で、かえって不法

投棄が増大して、公益上かえってマイナスだと、こういう場合などを想定して、この「合

わせ産廃」という形で「できる規定」ということがあるんだと、などを想定しており、産

業廃棄物の種類、規模に応じて市町村または都道府県での処理を地域の実情に応じて行う

ことは差し支えないものであると、こういうふうに書いてあります。 

 今、相談を受けているような方々は、主に中小企業というのか、１人で、家族でやって

いるだとか、そういう方が議員や議会に対して相談をされているというのが実情でありま

す。そして、民間の不法投棄、民間の処分場がどの程度の状況なのか、防府市が今、受け

入れを制限するという形で、受け入れを制限すれば、これは民間の処分場に行くか、悪質
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な場合には不法投棄に回っていく可能性もあるわけですね、悪質な方がおれば。 

 そういったことがありますので、この辺については、ぜひ中小企業の方、それから、そ

ういった不法投棄の懸念というようなことも心配されるわけでありますので、この辺の制

度を今の制度に変えて、クリーンセンターのほうはそれで助かっているかもしれませんが、

最終処分場のほうは助かっておるかもしれませんが、別の形で不法投棄が増えれば、別の

形で防府市や住民に対する負担が増えるわけですね、別の形で。片方で得して片方で損す

るということでもあるわけですから、この辺について実情の把握というのか、現状それで

よかったのかということを、それから、関係の苦情、苦情といいますか、何とかしてほし

いという、要望する関係の団体があるかもしれませんので、そういう意見はよくしっかり、

今後聞いて、今後、弾力的な運用をすべきではないかということを申し上げておきたいと

思います。この辺については、今の段階でそういう意見ということでお受けとめいただけ

ればと思います。 

 それで、もう一つ気になりますのは、産廃処分場ということが今後増えてくるかもしれ

ません。で、防府市では過去久兼と富海について、平成３年、平成６年ということであり

ました。この辺について、当時の議会で請願を全会一致、あるいは賛成多数で可決しまし

たが、こういった問題について住民の意見を聞くということが、その許認可で、あるいは

関係市町村の意見を聞くということでありますので、この辺について市長の何か御見解が

ありましたらお願いしたいと思います。（「議長、時間が過ぎての質問はだめです」と呼

ぶ者あり） 

○議長（行重 延昭君）  今の意見に対して、答弁があればどうぞ。ありませんか。それ

じゃ、またの機会にまた執行部と協議していただきたいというふうに思います。 

 以上で、田中健次議員の質問を終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（行重 延昭君）  次は、６番、和田議員。 

        〔６番 和田 敏明君 登壇〕 

○６番（和田 敏明君）  今回から「改革の会」になりました和田敏明です。市長におか

れましては、５月に行われました市長選挙での御当選おめでとうございます。また、この

たび全国市長会の副会長に就任されましたことに、心よりお喜び申し上げます。これを機

に、防府市の名をより一層全国に広めていただき、観光にも結びつけていただきたいと思

います。 

 それでは、通告に従いまして、３点についてお尋ねいたしますので、よろしくお願いし

ます。 
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 まず、５月に実施された市長選挙のあり方についてお尋ねいたします。私は不徳のいた

すところから、当時周南市の病院にリハビリのため入院しており、残念ながら選挙戦のす

べてを見ることはできませんでした。しかし、選挙期間中の数日は私用のため防府市に帰

りましたが、その際に、遭遇した街宣車や外郭団体の宣伝カーでの訴えを幾度となく耳に

しました。内容については、皆様の想像にお任せいたしますが、とてもひどい内容で、こ

れが次期市長を決めるための選挙かと思うと、大変情けなく感じました。勝つためには何

をしてもいい、何を言ってもいいという低次元の考え方からか、このような選挙戦になっ

たのかもしれません。 

 聞くところによると、県議会議員をはじめ、市議会議員の現職、元職の複数の方々が携

わられていたと言われておりました。また、どのように配布されたものなのかはわかりま

せんが、その配布チラシには、ここにもありますが、独裁、癒着、腐敗等々なるものが記

載されておりました。もしこのチラシに現職の議員の方がかかわっておられたとしたら、

これは議会そのものを侮辱したものだと思います。 

 なぜなら、議員立法により提案し制定されている防府市議会基本条例の前文に、防府市

議会は市政の独裁化等々を防ぐ役割を担っていると書かれています。もしチラシにあるよ

うな独裁があるのであれば、我々議員は議会としての役割を果たしていないということに

なります。本当に役割を果たしてないのでしょうか。 

 また、防府市議会には、防府市議会基本条例が定めてあり、その中に議員の政治倫理と

して、第２６条が定めてあり、「議員は、市民の代表者として、その倫理性を常に自覚し、

品位を保持し、識見を養うように努めなければなりません」とあります。これは果たして

何のために定めてあるのでしょうか。 

 先ほども言いましたが、もし現職の議員の方がかかわっておられたとしたら、議場内で

はもっともらしい意見や発言をされますが、本当に市民の代表者としての自覚がおありな

のかと思うと、とても腹立たしく、とても情けなく感じました。防府市内には、選挙期間

中を問わず、市民だけではなく各方面からの観光客の方もおられたということです。この

ような低次元の選挙戦を露呈したことは、非常に残念だったと思います。 

 そこで、市長にお尋ねいたします。５月に行われた市長選挙のあり方について、どのよ

うに感じられましたか。また、本来はどのようにあるべきだと思われますか。 

 次に、県が指定している病院や老人ホームにおける不在者投票のあり方についてお尋ね

いたします。 

 冒頭私は当時ある病院に入院していたと申しましたが、その病院は県が指定した病院で

あることから、不在者投票は可能でありました。その病院には知り合いの方が十数名入院
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されており、不在者投票についての問い聞きがありましたので、私は事務局に行き、不在

者投票を希望される方が十数名おられるので、対応をしていただくようお願いいたしまし

た。 

 しかし、その病院では、患者側から直接不在者投票の請求があった方以外は、通路への

張り紙だけでの案内しかされなかったため、ほとんどの方の目にとまることはなかったた

め、不在者投票のやり方がわからず投票に行けなかったと伺っております。このようなこ

とから、病院における不在者投票については、入院患者個々の方にわかりやすく説明をす

るよう病院等に指導するべきと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（行重 延昭君）  和田議員の質問に対する答弁を求めます。市長。 

        〔市長 松浦 正人君 登壇〕 

○市長（松浦 正人君）  御質問にお答えいたします。 

 今回の市長選挙におきましては、その選挙期間中のみならず、事前からも含め、公職選

挙法に抵触すると言われるような誹謗や中傷がさまざまな形で展開されておりました。こ

のことによって、市民有権者の市長選挙に対する失望感が高まり、投票率の低下につなが

ったのも一つの要因ではなかろうかと、私は感じており、憤りも感じております。 

 １２年前の平成１４年の選挙の折にも、右翼の団体が黒いバスを連ねて街宣活動を行い

ました。このときも市民の大変な失望の中で、投票率は約５０％という、今回よりはちょ

っと多いんですけども、低投票率であったこととも類似していると私は感じております。

選挙というものは、相手候補を誹謗中傷していくものではなくて、当然のことながら政策

を論点として展開し、市民にその政策を御判断いただくというものではなかろうかと思っ

ております。 

 これからも、さきに種々の選挙が行われていくと思いますが、あのようなネガティブキ

ャンペーンが展開されるようなことが起きれば、同様の状況が生じてくるのではないかと

大変危惧をしております。 

 私といたしましては、今回の市長選挙において行われた事実無根の誹謗中傷の多くのポ

スターやビラ、あるいは発言等に対しましては、現在、法的措置も含めた断固たる対応を

取ることといたしております。 

 以上、答弁申し上げました。 

 選挙管理委員会に関する質問につきましては、詳しくは選挙管理委員会事務局から答弁

いたすかと存じますが、似たようなお問い合わせを私も複数の方々からちょうだいいたし

ておりますことを申し添えさせていただきます。 

 以上です。 
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○議長（行重 延昭君）  選挙管理委員会事務局長。 

○選挙管理委員会事務局長（福田 直之君）  続きまして、不在者投票制度についてお答

えいたします。 

 この制度は、あらかじめ山口県選挙管理委員会に申請して、指定を受けた病院や老人

ホームなどに入院、入所中の選挙人が、その指定施設で投票が行えるものです。山口県内

には、現在３７６の指定施設があり、そのうち市内には２６の指定施設がございます。 

 実際に、不在者投票を行う場合には、選挙人は不在者投票の管理者である指定施設の長

を通じまして、市の選挙管理委員会に投票用紙を請求し、選挙管理委員会から投票用紙が

届きましたら、施設内の不在者投票記載場所において投票していただくこととなります。

投票後は、施設ごとに投票用紙を取りまとめて、指定施設の長が選挙管理委員会へ送致す

ることになっております。 

 今回の市長選挙におきましては、市内外の３５の施設で４７５人の方が不在者投票を行

っておられます。制度の周知につきましては、市広報やホームページに掲載するとともに、

市内の指定施設を中心に、不在者投票の管理執行についてという文書を送付いたしており

ます。今議員から御指摘がございました病院側への個別指導につきましては、難しい面も

ございますので、まずは選挙人の皆様に、その制度を十分知ってもらう、そういう必要が

あるんじゃないかというふうに考えておりますので、他市の事例も参考にしながら、効果

的な周知方法を模索してまいりたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（行重 延昭君）  ６番、和田議員。 

○６番（和田 敏明君）  少しだけ再質問させていただきます。無理をして外出許可をと

って投票に行かれた方もおられますし、病院に入院されている方は、ほとんどベッドの上

から動けない方もおられますので、下の掲示板に案内を張られても、見に行けない状況に

あるわけですよね。また、市広報も病院には届きませんし、その辺の改善を当然防府市の

市長選があり、また、市議会議員選挙も行われるわけですから、今後、病院側に対して指

導と言えばおこがましいかもしれませんが、ちょっと説明であったり、例えば病院側の看

護師さんから不在者投票をされますかという案内ぐらいはあってもいいんではないかと思

っておりますが、その辺について一つだけお答えください。 

○議長（行重 延昭君）  選挙管理委員会事務局長。 

○選挙管理委員会事務局長（福田 直之君）  今の議員さんのおっしゃるとおりとは私も

思っております。ただ、今回の事例にしましても、全く選挙人の方の意思を全然確認しな

かったわけでもないわけでして、今議員さんがおっしゃったように、張り紙だけだったと
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いうことは確かにあるんですけれども、これにつきましては、市の選管としましたら、い

わゆる指導する立場にもないというのが一つございますし、今言いましたように、全く行

動を起こされてないというわけでもないので、なかなか病院に対して、ある程度お願いは

可能かとは思うんですけども、それ以上を求めることはなかなか難しいかなというふうな

感じでございます。 

 以上でございます。 

○議長（行重 延昭君）  ６番、和田議員。 

○６番（和田 敏明君）  ありがとうございました。私は市長選はあくまでもこれからの

４年間の市政を任される人を選ぶ選挙であり、政策を論じて戦うべきではないかと思いま

す。 

 また、不在者投票については、以前より他の先輩議員からの投票率等の御質問もありま

したし、この市長選挙ですべての選挙が終わったわけでもありませんので、言うのは簡単、

やるのは大変とはいえ、目に見えている部分については、今後のために一歩踏み込んだ対

応をしていただければと強く要望いたしまして、ほかに御答弁がなければ、この項の質問

を終わります。 

○議長（行重 延昭君）  じゃ次の項へどうぞ。 

○６番（和田 敏明君）  次に、２点目の区画線について何点かお尋ねいたします。 

 前回、平成２５年１２月に質問をした際に、次回の議会では、ありがとうございました

とお礼の言葉を言えることを願っていますとお願いいたしましたので、状況確認のため先

月の中旬に市内のセンターラインがある路線について、私なりに回ってみました。結果は、

どうも私の願いは聞き入れてもらえなかったようで、非常に残念でなりません。 

 したがいまして、平成２５年３月、平成２５年１２月に続いて、今回３回目の質問をさ

せていただきます。 

 執行部の方々におかれましては、しつこいのうと思われるかもわかりません。しかし、

私としては、「質問して回答をいただきました、あとは執行部よろしく」ではなく、質問

の内容の完結が確認できるまでは何度でも執行部にお願いをするというスタンスで臨んで

おります。それが市民から負託を受けた私の使命と思っておりますので、最後までおつき

合いのほどよろしくお願いいたします。 

 今回、また質問をしたということは、過去２回の質問が生かされず、いまだ数多くの箇

所でセンターラインすら復元されていない状況にあるということです。私がくどいのうと

思われている中、こうして質問を繰り返しているのは、市道の管理者である市長はどのよ

うに思われているのかはわかりませんが、私はこのことが市民の安全、ひいては生命に直
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接かかわるものと思うからです。 

 そこで、お尋ねいたします。前回、発注方法については、年間を通して対応できるよう

に既に検討を行っているという答弁をいただいておりますが、その検討結果。また、予算

については、新年度予算編成の中で協議、調整していくとのことでしたが、今年度予算に

おいてすべてが復元されるのか。 

 以上、２点についてお尋ねいたします。 

○議長（行重 延昭君）  土木都市建設部長。 

○土木都市建設部長（金子 俊文君）  はい、土木都市建設部でございます。それでは、

区画線についての御質問にお答えいたします。 

 発注方法についての検討結果及び今年度予算ですべてが復元されるのかとのお尋ねでご

ざいますが、まず、区画線の発注方法につきましては、昨年１２月市議会におきまして、

議員より御提案をいただきましたこともありまして、発注回数を増やす方法の検討を進め

てまいる中で、他市の取り組み状況についても調査をいたしてまいりました。 

 その結果、本年度は、発注回数こそこれまでと同様、前期と後期の２回に分けて発注す

ることといたしておりますが、例えば工事発注後でありましても、市民の皆様から路面標

示等の復元要望があった場合は、その都度現地を確認した上で業者へ指示し、次の期へ繰

り越すことのないよう対処してまいります。 

 また、１年を通じて空白の期間を生じさせないために、前期と後期の工事期間を重複さ

せること、このような方法でも対処してまいることといたしました。 

 次に、今年度予算ですべてが復元されるのかとの御質問にお答えいたします。 

 また、このことにつきましては、市長からも市民の安心・安全を守るためにということ

で厳しく御指導はいただいておりますが、本市も今年度の予算編成上の基本方針として、

「安全・安心な市民生活を確保する」こととあわせまして、「美しいまちを目指して生活

環境の充実を図る」ということを掲げております。そのため前年度比１．５倍の交通安全

対策施設整備工事費を当初予算に計上いたしておるところでございます。 

 しかしながら、市が管理しております道路の延長は、約６６０キロメートルに及びます

ことから、今年度の予算ですべてを復元することは、私どもとしては少し厳しい話かなと

いうところも考えているところでございます。 

 そのため、緊急な対応を要する箇所が確認された場合は、個別の対応とはなりますが、

交通事故等の発生を未然に防止するためにも、早急な措置は講じてまいりたいと考えてお

ります。 

 市といたしましては、道路管理者として限られた予算の中ではございますが、今後も区
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画線及び路面標示の早期復元に努めてまいりますので、御理解を賜りますようお願い申し

上げます。 

 なお、センターライン、外側線とあわせまして、御説明を最後にさせていただきますが、

横断歩道、あるいは停止線等の規制にかかる路面標示、これは公安委員会の所管になりま

すが、市民の方々に安心して安全に道路を通行していただけるよう公安委員会のほうへ強

く要望してまいりたいと思っております。 

 以上、御答弁申し上げます。 

○議長（行重 延昭君）  ６番、和田議員。 

○６番（和田 敏明君）  大変残念な御答弁、ありがとうございました。私は今回こそは

すぐに対処いただける御答弁がいただけるものと思っておりましたが、どうも私とはかな

り認識なり感覚なりが違うことがはっきりわかりました。しかし、ここで諦めたのでは市

長の所信表明でも言われておりました「安全で美しいふるさとの創造」には遠く及ばない

と思います。また、市民の安全は守れませんので、再質問させていただきます。 

 必ず予算の話になるんですが、私としては予算がないので市民の安全は少しぐらいおろ

そかになってもしようがないでしょうというふうにもとれますが、予算がないからと言わ

れるのであれば、なぜ当初区画線を引かれたのですか。物事を行えば、必ず維持管理が必

要になることは当然の摂理ではないですか。消えていても支障がないような区画線なら、

最初から必要はなかったのではありませんか。 

 私は天神前植松線の一部が新たに開通しましたので通ってみました。この道路は片側

１車線の２車線道路でした。当然ながらセンターラインが引かれておりましたが、なぜセ

ンターラインを引かれたのでしょうか。いずれラインは薄くなり、そのまま放置されるの

にと思いました。なぜなら、国衙跡と毛利庭園の間にある牟礼方面に向かう道路も、でき

てそんなに年数は経っていないと思いますが、この道路の東側については、センターライ

ンが薄くなっているにもかかわらず、そのまま放置してある状況です。予算がないからと

言われるのであれば、なぜ当初区画線は引かれたのでしょうか。物事を行えば、先ほども

言いましたが、必ず維持管理が必要になることは当然の摂理でありますので、消えていて

も支障がないような区画線なら当初から引く必要はなかったのではないのかと思いますが、

その辺についてお伺いします。 

○議長（行重 延昭君）  土木都市建設部長。 

○土木都市建設部長（金子 俊文君）  区画線について三度目の御質問ということで、今

回の回答を厳しく我々としてもお受けいたしますが、なぜ区画線を引いたかということに

関しましては、私のほうから答えるのはちょっと内容的には厳しいのですが、新たに道路
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を建設する場合に、道路構造令と、また道路交通法等ございますので、そこを通行される

方々の安全のために、県の公安委員会と協議いたしまして、当然、すれ違い幅員を持って

おれば、センターラインを引くと。また、外側線もあわせて引くというようなことは、新

規の設置の場合には至極私どももすべきことということで取り組んでおります。 

 ただ、今回議員の御質問は、これまで私どもも、さきの別の機会にありますが、橋梁の

安全のための今後の取り組みについても御説明申し上げましたが、橋梁に限らず道路、ま

た今回御質問のセンターライン、外側線につきましても、これまでたくさんの施設を有し

てきておりますがゆえに、維持管理費は相当なものになってまいります。 

 そうした中で、私どもも努めて維持管理費を持ちながら、予算としては備え置きながら、

対処はいたしてまいる所存ではございますが、先ほど申しましたように、６６０キロメー

トルという市道を管理しておる立場から言えば、市民の皆様に、地区ごとにはそれぞれの

御要望は多数あろうかと思いますが、まずは御要望がいただけましたら、現地を確認して、

その対策については早急に講じてまいりたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（行重 延昭君）  ６番、和田議員。 

○６番（和田 敏明君）  それでは、ちょっと質問の仕方を変えてみようと思います。こ

れまで前期と後期に分け、年２回工事発注されています。平成２４年、平成２５年度に実

施されたそれぞれの実施延長を教えてください。 

○議長（行重 延昭君）  土木都市建設部長。 

○土木都市建設部長（金子 俊文君）  平成２４年度と２５年度に実施いたしましたセン

ターラインと外側線、それぞれの実施延長でございますが、平成２４年度に施工いたしま

したセンターラインが約１．６キロメートル、外側線が約１３．１キロメートルでござい

ます。平成２５年度に施工いたしましたセンターラインが約２．３キロメートル、外側線

が約１８．３キロメートルでございます。 

○議長（行重 延昭君）  ６番、和田議員。 

○６番（和田 敏明君）  以前の質問の中で、毎年約２０キロメートルの区画線の復元を

新設しているとのことでしたが、今の答弁の数字では、２０キロメートルには当然なりま

せんが、２５年についてはなっておるのでしょうが、私の手元にある資料とはちょっとか

なり数字が違うようでございます。私が質問しているのは区画線についてですから、手元

の工事発注、第１四半期ですね、施工延長７００メートルとなっております。第３四半期、

後期ですよね、それも７００メートルとなっております。いいですか、部長、新しいもの

をつくれと言っているわけではないんです。今まであったものが必要なわけですから、た
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だ、ところが、現在効能を果たしていないわけですから、市民の安全・安心を守るために、

元のように復元してくださいと言っているのですよ。それにすぐやりましょうという回答

はできませんか。先ほども予算の話をされましたが、これまでの怠慢から生じるものでは

ありませんか。実質２０キロメートルやっていないわけでありますから、その辺のところ

をお伺いします。 

○議長（行重 延昭君）  土木都市建設部長。 

○土木都市建設部長（金子 俊文君）  御回答を申し上げました数字と今、再度御質問の

中でお聞きいたしました数字に多少差がありますので、確認をさせていただきたいのです

が、今回、御質問を受けて、また御回答も差し上げております。例えば平成２５年度に施

工いたしました、あくまでも既存のライン、薄くなったラインの復旧延長は、センターラ

インが２．３キロメートル、外側線が１８．３キロメートルでございます。これは以前、

一度は施工したものが薄くなって消えかかっているということで復旧いたしました数字で、

合計しますと２０．６キロメートル。で、議員が今おっしゃいましたけども、今、道路課

のほうで行っております道路工事は、先ほど御意見の中にもありましたけど、天神前植松

線もですが、新規に設置いたします工事、新規に設けます道路もございますので、

７００メートルというふうに今ちょっとお聞きしたんですが、私の手元資料というか、私

の持っております資料と議員がお手元にお持ちになってる数字が、いささかちょっと離れ

ておりますので、少しそこらあたりもあろうかと思います。ということで、昨年の話に限

りますが、２０キロメートル相当は復元のために工事を行っております。 

 以上でございます。 

○議長（行重 延昭君）  ６番、和田議員。 

○６番（和田 敏明君）  数字が違えば後ですり合わせましょう。 

 それでは、もう少し質問の内容を変えてみたいと思いますが、道路パトロールについて

は、どのような検討をされたのでしょうか。私が市内を回っている際に、途中まで明らか

に最近引かれた区画線があるわけです。例えば１００メートル道路として、７５メートル

は最近きれいに引かれてあるわけです。ただ、残りの２５メートルは引かれていないんで

すよね。これパトロールも何も引いていた人がわかるでしょうという範囲のことですので、

現場確認等々はされていないのでしょうか。 

○議長（行重 延昭君）  土木都市建設部長。 

○土木都市建設部長（金子 俊文君）  御質問のたびに答える私としては、また３度目、

４度目の御質問をいただくことになるのかと思いますが、道路パトロールの現状といたし

ましては、これまで議会でもお答え差し上げましたが、現在月２回、職員３名がパトロー



－299－ 

ルに当たっております。その頻度と申しますか、年間２４回ですが、その中で約２００件、

道路陥没とか例えば舗装の破損とか、側溝ぶたの割れ、区画線の劣化等々２００件ほど昨

年の実績で申しますと発見をし、対応してきております。 

 ただ、今のセンターラインの復旧につきましては、先ほど来申し上げますように、非常

に市内全域に管理指導の延長が長いことで、例えば交差点から交差点まですべて引き直す

というようなことも一つの方法で議員さんおっしゃるとおりなのですが、できるだけ多く

の地区にそういった効果を上げたいということで、その薄くなった見え消しの程度につい

ては、現場を見ました職員のほうで判断している部分もございますので、例えばきちんと

いわゆる起点から終点まで引き直しがされていないという箇所は、市内に多々見受けられ

るかとは思います。ただ、そういった状況の中ですが、できるだけ私どもも市民の皆様の

安全、これを確保するために、できるだけ多くの復旧に努めておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（行重 延昭君）  ６番、和田議員。 

○６番（和田 敏明君）  緊急性があれば引かれるんでしょうが、事故があってからでは

遅いので、じゃあ緊急として私のほうから調べた箇所を少し言ってまいりたいと思います。 

 特にセンターラインですね、センターラインが消えたり薄くなっている主な路線につい

てですが、市道大林寺勝間線、ツタヤから日電社の間、約３５０メートル、市道国分寺鐘

紡線、王子ゴム入り口から旧鐘紡の正面の間、約３５０メートル、市道新橋阿弥陀寺線、

久野文房具店からカンダヘアスタジオの間、約４００メートルです。それとまた、市道新

橋阿弥陀寺線になりますが、国衙跡より東側、約３００メートル、先ほど申したところで

すね、市道岸津鐘紡線、岸津苑そば、約１００メートル、市道西浦新地潮合線、西浦公民

館から華西中の間、約８００メートル、それと華西中付近も消えて薄くなっておりました。

市道大内国衙線、成長建設機材センター付近、約５０メートル、市道中河内尾崎線、大崎

橋から国道２号玉祖神社入り口交差点の間、約３００メートルです。現在工事が行われて

おりますね、橋梁の。目測ではあります、これは、約２，６５０メートルですので、

２０キロメートルには到底及ばないという数字でありますので、ただ、これは６月１８日

現在の数字ですので、その後引かれていれば、また短くなっているかと思います。何とか

部長、市民の安全のためにやりましょうと言ってください。どうですか。 

○議長（行重 延昭君）  土木都市建設部長。 

○土木都市建設部長（金子 俊文君）  はい、これだけのものを調査していただきまして、

こういった場で御報告をいただきまして、大変その点に関しましてはお礼を申し上げます。

ありがとうございます。早速ですが、現地を確認して、早急に対応をしていきたいという
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ふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（行重 延昭君）  市長。 

○市長（松浦 正人君）  詳細な御指摘をいただきましたが、先ほども部長が答弁してお

りますように、２４年度が１．６キロメートル、センターラインがですね、それが２５年

が２．３キロメートル、２割、３割アップしております。外側線も１３．１キロメートル

が１８．３キロメートルと、これも二、三割アップしておるということは、とりもなおさ

ず議員の御発言の成果であるし、また、それを受けて執行部が懸命に乏しい財源の中でや

っておる結果がここにあらわれているということの中で、これからも大いに期待をしてい

ただきながら、見守ってやっていただければなと、かように思っているところでございま

す。どうぞよろしくお願いします。 

○議長（行重 延昭君）  それじゃ正午になりましたが、質問の途中です。あと１項目で

ありますので、続けます。どうぞ。 

○６番（和田 敏明君）  ちょっと先ほどの続きになるんですけど、これ一番最初に私が

警察署で調べたデータになりますが、その中に、正面衝突の事故が３件ほどあります。こ

れは区画線が引かれている場所なのかどうなのかはわかりませんが、やはりそういう事故

があったときに、区画線が引かれていなければ、じゃあ誰が責任取るんだという問題にも

なりますので、どうぞよろしくお願いします。 

 それでは、次の質問に移らせていただきます。 

 次、３点目の頭上への落下物の防止についてお尋ねいたします。近年歩道や公共施設な

どの敷地内を通行している際に、頭上のものが落下し、その下を通行していた方々が被害

に遭われる事故が多発しています。これら落下物は、樹木だけではなく、広告看板、道路

標識、案内標識、街路灯、信号機などが考えられます。今回は、これら落下物のうち、樹

木についてお尋ねいたします。 

 ことしの３月に隣の広島県三原市の芸術文化センターの高さ６．５メートルのポプラの

木が根本から折れ、その付近を通行されていた２名の女性を直撃し、１人の方が死亡され、

もう１人の方が重傷を負われるという事故が、また、４月には、神奈川県川崎市のショッ

ピングセンターの敷地内のケヤキの木の、高さ６．５メートルにある、重さ６０キログラ

ムの枝が折れて落下し、その下を通行していた少女を直撃し、負傷されるという痛ましい

事故が発生しております。そのほかにも、ニュースまでには至っておりませんが、頭上か

らの落下物による多数の事故が発生しております。 

 これらの落下となった主な原因としては、全般的には、戦後の経済成長期に植栽された

もので、経年とともに老朽化したもの、また、高度成長期に公害に侵され腐食が進んでい
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るものなどが上げられております。落下物となりやすい樹木の種類については、本市にも

多数植樹されておりますケヤキ、桜類、プラタナス類、ユリノキなどが特に木材腐食菌に

侵されやすく、倒伏などが発生しやすいと考えられております。樹木の倒伏や落下を少し

でも防ぐためには、定期的な剪定と点検、また、より専門的知識を有する樹木医などによ

る定期的な診断が必要とされております。 

 また、剪定は徒長枝、ほかの枝に比べて長く勢いよく伸びている枝ですね、だけを剪定

するのではなく、幹や枝にまで日光が当たるように剪定するとともに、数年に１度は強い

剪定を行い、枝を若返らせるとともに、樹木全体のバランスをとることも必要とされてお

ります。 

 本市におきましては、主に市役所から防府商工高校に至る間のクスノキの街路樹、佐波

小学校から本橋に至る間のマテバシイの街路樹がこれに当たるのではないでしょうか。こ

れらの街路樹は、定期的に剪定は行われていると思われますが、樹木の幹や枝が見えると

ころがうっそうと茂っており、頭でっかちで、とても樹木全体のバランスがとれていると

は思えません。台風などの強風の際に、果たして何事もなく耐え得るのだろうか気になる

ところであります。 

 また、道路標識や信号機が非常に見えにくい状況にあり、交通安全上にも支障を来して

いると思われますので、早急に対処していただきたいと思います。これらの対処を行うこ

とにより、ある程度の枯れや折れを防げるとのことです。特にケヤキには、不要の枝は自

分で枯らす自己剪定能力があるそうで、常日ごろからの目配りが必要と思います。 

 また、定期的な剪定を行うことにより、目視による点検もある程度容易にできるように

なり、早期発見につながるとのことです。しかし、目視だけの点検に頼り過ぎると、ある

市で起きた事例ですが、街区公園に植栽されていた樹齢３０年、高さ６メートルの木が根

こそぎ倒れ、幸いには被害はありませんでしたが、この倒木が起きる２週間前に、市の担

当者による緊急点検を行い、危険はないという判定がされていたとのことでした。このよ

うに市担当者だけによるチェック体制では、事故はなくならないと言われております。こ

のようなことから、街路樹のみでなく、公園や公共施設の敷地内の樹木について、樹木ご

との個票などを作成し、早急に専門家による危険度調査を実施の上、もし危険な樹木があ

れば、伐採など適切に対処すべきではと思います。 

 また、民間施設の樹木においても、落下や倒木の際には、付近を通行される方々に被害

が及ぶ可能性があるものについては、同様な調査を行うよう指導し、誰もが安心して安全

に通行できる歩行空間を確保すべきではと思いますが、執行部のお考えをお聞かせくださ

い。 
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○議長（行重 延昭君）  土木都市建設部長。 

○土木都市建設部長（金子 俊文君）  それでは、頭上への落下物の防止についての御質

問にお答えをいたします。 

 議員御案内のとおり、このところ各地で樹木の倒伏や枝の落下等によりまして、道路を

通行されていた方などがけがをされたり、また、お亡くなりになるという痛ましい事故が

発生しております。公園や道路の樹木を管理する私どもといたしましては、大変心が痛む

ところでございます。 

 防府市におきましては、幸いにもこのような重大な事故こそ発生はいたしておりません

が、今まで以上に樹木の維持管理を徹底し、市民の皆様方の安全・安心に努めてまいりた

いと思っております。 

 さて、御質問への回答でございますが、街路樹につきましては、都市の美観の向上、ま

た歩行者の方々への日陰の提供、あるいは二酸化炭素の吸収やヒートアイランド現象の緩

和など、自然環境を保全する効用がございまして、市街地には大変大事なものであるとい

うふうに認識いたしております。 

 本市におきましては、高木樹の剪定を現在は隔年で行っておりますが、その理由の一つ

として、景観や環境に寄与する緑を切らないでほしいという御要望も多く寄せられており

ますことから、議員御指摘のとおり、思い切った剪定ができてこなかった箇所があるとい

うことは事実でございます。 

 また、樹木が大きく成長したことによりまして、道路標識などが見えにくくなっている

こと、植樹スペースが限られているために、根と枝のボリュームが不均衡となり、強風時

には倒れる危険性が増していること等、そういった現状につきましても、私ども職員のほ

うで確認はいたしておるところでございます。 

 今回御提言をいただきましたことを受けて、毎年剪定すること、数年に１度は強剪定を

して枝を更新すること、こういったことは樹木を管理する上で大変有効な手法でございま

すので、枝の間に風が通り、病気の発生も少なくなり、大きな枝折れが減少するという効

果も大いに期待できます。また、交通標識や信号機も見えやすくなるなど、景観面や安全

面からもその効果は多大なものであるというふうには認識しております。 

 そうしたことから、今後、交通量の多い路線や駅周辺など、特に人通りの多い路線につ

きましては、安全を重視しながら、また景観にも十分配慮しながら、街路樹の維持管理を

行ってまいりたいと思っております。 

 次に、樹木の現状の把握についてでございますが、現在、市では植栽を行っている市道

が４６路線ございまして、４６路線のうちの４３路線に高木を植樹しております。高木の
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数は２，０９１本にのぼります。これらの街路樹の維持管理につきましては、年間を通し

て防除、水やり、剪定等の作業を専門の業者に委託して行っているところでございます。

工事を受注された専門業者の方には、月２回の巡回を義務づけておりまして、目視による

点検ではございますが、こうした点検を行っていただいた結果、昨年は害虫被害により倒

れる危険性のあるケヤキとプラタナス、この２本につきましては、事前に察知でき、すぐ

に伐採を行いました。 

 次に、街路樹や公園、その他の公共施設の敷地内にある樹木について、個票を作成し、

樹木医による危険度調査を実施することについて御提案をいただきましたが、樹木診断を

定期的に行うことによりまして、安全性については、さらに高い効果が見込まれますので、

今後、施設内の樹木を管理する他の部署とともに、他市の事例なども調査しながら調査・

研究したいというふうに考えております。 

 最後に、民間施設に対しても同様の調査を行うよう指導してはという御意見もいただき

ましたが、現在、市道などに枝が張り出している樹木があった場合は、その都度、職員が

地権者に伐採をお願いしているところでございます。市といたしましては、民地の中にあ

る樹木の管理につきまして、今後どのようにかかわっていけるのか、これにつきましても

あわせて調査・研究していきたいと思いますので、御理解をいただくようお願いいたしま

す。 

 なお、御指摘のございました市役所から防府商工高等学校に至る間、佐波小から本橋に

至る間の街路樹につきましては、今年度、剪定を実施する予定といたしておりますので、

その旨御報告を申し上げます。 

 以上、御答弁申し上げます。 

○議長（行重 延昭君）  ６番、和田議員。 

○６番（和田 敏明君）  はい、御答弁ありがとうございました。事前に２本伐採できた

ということで、もし伐採していなければ事故が起こっていたかもしれませんので、なかな

か普通に通る分にはその成果というのはあらわれませんが、何もないことが一番いいとも

思っていますので、できるだけ点検を続けるようにお願いいたします。 

 それと、質問内で交通安全にも支障を来していると申し上げましたが、私の知人に運送

会社に勤務されている方が多数おりまして、実際に車道側にはみ出した枝葉が車両を傷つ

けるから、何とかしてほしいとの相談も受けております。 

 また、商業施設の看板等も生い茂った樹木により隠れてしまっている箇所も多数見受け

られます。私も小さな店を経営しておりますが、初めて御来店される方々や久しぶりに来

られる方々は、店の看板を目指して来られますし、集客するに当たってかなりのウエート
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を占めております。このような問題も考慮され、それぞれの樹木に合った適正な剪定をし

ていただくことが、安全なまちづくり、あるいは景観にも配慮されたまち並みになってい

くものと思います。 

 これ、ちょっと余談になりますが、私の地元、右田地区に、「つくしの会」という、私

が知り得る範囲では、主に新橋から勝坂間の雑草の除去、剪定、またきれいな花々を植え、

枯らさぬよう毎日お世話をしてくださるボランティア団体があり、毎日気持ちよく通行さ

せてもらっております。きっと、他地区にもそういった団体、また、個人の方もおられる

でしょう。そのような方々にも引き続きの、また、今後多くの市民にも広く御協力いただ

きながら、官民一体となり、市長の所信表明にもございました「安全で美しいふるさとづ

くり」の一環として、ぜひ実践していただきますことを強く要望いたしまして、私の質問

を終わります。どうも御答弁ありがとうございました。 

○議長（行重 延昭君）  以上で、６番、和田議員の質問を終わります。 

 ここで昼食のため、１３時２０分まで休憩といたします。 

午後０時２２分 休憩 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

午後１時２０分 開議 

○議長（行重 延昭君）  休憩を閉じて、会議を再開いたします。警戒体制をどうするか

ということで、調整会議が今行われておるようでございますので、余り時間はとらないと

思いますが、暫時休憩いたします。 

午後１時２１分 休憩 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

午後１時２９分 開議 

○議長（行重 延昭君）  それでは、休憩を閉じて会議を再開いたします。 

 執行部のほうから話があるようでございますから、総務部長どうぞ。 

○総務部長（吉川 祐司君）  議会の開会１０分ほどおくらせていただきまして、ありが

とうございました。 

 朝からの雨の関係で、１２時４７分に柳川の水位が氾濫警戒水位を超えたという情報が

入りましたので、私を筆頭といたします警戒調整会議を行っておりました。 

 その結果、柳川につきましては若干警戒水位を超えましたけれども、今、海の水位が干

潮に向かっていること、それから今後の降雨予想が６ミリメートルからゼロミリメートル

へどんどん減っていくという予報が出ております。その関係で、当面対策本部はしくこと

は必要ないという判断をいたしました。 
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 市内では降り始めからの最大雨量が、多いところで１６４ミリメートルを超えるという

状態になっておりまして、なお警戒が必要とは思いますけれども、防災危機管理課を中心

に水位を注視しているという状況でございます。 

 大変１０分おくれまして、ありがとうございました。 

○議長（行重 延昭君）  それでは、一般質問を続行いたします。 

 次は、９番、中林議員。 

        〔９番 中林 堅造君 登壇〕 

○９番（中林 堅造君）  私は、「和の会」の中林堅造でございます。通告のとおり、今

回の市長選挙における市長の主張の中にあった市議定数削減について、質問をさせていた

だきます。 

 今回の選挙では、次のようなことを市長は丁寧に訴えてこられました。それは、聖域な

き行政改革、「とことん防府」を貫くこと、環境・教育・観光に加え、子育て支援、高齢

者・障害者支援、そして、地域活性化のいわゆる６Ｋについてでございました。心有る有

権者の市民の皆様が４期１６年を評価なさり、５期目もしっかりと防府市のために引き続

き働いてほしいと選んでくださったわけでございます。 

 市長選挙と申しますと、私は、４年前の補欠選挙のときのことを思い起こさせてくれる

わけでございます。私も議員定数半減を公約として選挙を市長とともに戦わせていただき、

市民から議員の大幅削減を頼むと民意をいただきました。議会へ送っていただいてから、

私は議員定数の大幅削減は市民の声、民意であると訴えてまいりました。 

 市長もすぐに議員定数を１３人に改める議案を出されましたが、これが否決され、その

後、市民の有志の方々が議会の特別委員会を傍聴され、議会が民意を真剣に受けとめず、

真摯な市政が全く感じられないとの思いでもって重大な決意をなさり、市民の会を立ち上

げ、直接請求における議員定数１７人についての議案を出されました。しかし、この議案

も議会がまたも否決をいたしました。 

 この有志の方々の直接請求につきましては、前回の３月議会の一般質問でさせていただ

きまして、市長のお考えを伺いました。市長は、この直接請求こそがきわめて重大な民意

だと、今でも強く認識をしていると言われました。その民意を議会が否決したことで、住

民投票を決意なさったわけでございますが、しかしあの大震災に遭遇し、国の一大事とい

うことで、その思いを胸にしまい込まれました。 

 市長は今回の選挙期間、４年前と同じように聖域なき行政改革を最優先で訴えておられ

たように思います。マニフェストの進捗率がゼロ％なわけでございますから、当然のこと

だと私は思っております。また、多くの市民もきっと同じように感じておられると思いま
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す。 

 そこで、市長にお聞きをいたします。今回の選挙期間のさなか、合併をしないで「とこ

とん防府」を貫いてきたことにつきましては、合併をした他市の首長の多くが、防府市の

選択は間違っていなかったと言われておりました。議員定数の削減について、市長はどの

ような覚悟でもって主張なさったのか、教えていただきたいと思います。負託なさった市

民も、議員定数半減の実現を求める市民の会の方々も、そして市民も同じ思いだと思いま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（行重 延昭君）  中林議員の質問に対する答弁を求めます。市長。 

        〔市長 松浦 正人君 登壇〕 

○市長（松浦 正人君）  答弁書に記載していない事柄を若干申し上げますので、行きつ

戻りつがあるかもわかりませんけどお許しをいただき、ただいまより御質問にお答えをい

たします。 

 平成１３年の行政改革、この行政改革の成果は現在も生じてきているわけでございます

が、実に平成１４年から今日まで、１４０億円を超える行政改革の成果を生んでおります。

この行政改革があったればこそのことで、実は平成十五、六年ぐらいから徳山市も山口市

さんもというような感じで合併が行われていきました。 

 御存じのとおり、合併には特例債等々大変恵まれた状況が与えられるわけでありまして、

それらの合併新市は、それらを活用しながら、しっかりとした足取りを今続けつつ、約

１０年が経過してきているわけでありまして、私は単独市政を貫いていく防府市は合併新

市に負けてはならない。合併新市がそのうち行政改革をいや応なくやらされるわけですか

ら、一例を挙げますと、職員の数も、１００人定年退職しても５０人しか新しい人は入れ

ないということで、２０年もたてば１，０００人職員が減っていくという、物理的にそう

いうふうに、合理的になっていく。 

 また議員さんの数にしましても、山口市さん１市５町の合併でありまして、当時の議員

さんの数が百数十名あったものが、今は三十数名というような形になっておる、これが現

実でございます。そういう合併新市に負けない状態の防府市を継続的に繁栄させていくた

めには、聖域なき行政改革をやらないと危ういよと、そういう思いの中で、私は議員定数

ということについてもあえて触れさせていただいたわけでございます。 

 私も皆様御存じのとおり、市議を１期４年、県議を３期１１年２カ月働かさせていただ

いてまいりました。議員の皆様方のお気持ち、あるいは深層心理に何があるかということ

は、私、よく存じ上げてるつもりでございます。 

 そういう中におきまして、ここからは答弁書を、書いてあるとおりを読んでまいりたい
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と思いますが、４年前の選挙におきまして、私は市議会議員定数半減を公約に掲げました。

これが実現の暁には私も給料を半分にしましょう、退職金はゼロで結構ですと、こういう

ふうに申しました。 

 間違えないでください。自分の給料を半分にするよ、退職金も要らないよ、だから議員

を半分にしてくださいと言ったわけではないんです。順番が明らかに違うんです。私は議

員定数をもしも半減ということであれば、自分も切るものはないんですから、給料を半分

にしましょうと、こういうことを申し上げたわけでございます。そして、御負託を頂戴い

たしました。 

 直後の６月議会において、当時議員定数２７名を１３名とする条例改正案を直ちに上程

いたしたところでございますが、継続審議ということになりまして、９月議会において否

決ということになりました。 

 その後、それは市民の声を無視しているんではないかということで、市長、あなたは見

ざる聞かざるですと、一切立ち寄ってくれるなと、こういうようなことをきつく言われま

して、直接請求が始まりました。何と３万５，５７８名の市民の皆様の署名・捺印、住所

も書いた、それらが全て認められた。提出は３万九千何名で厳重な審査が選挙管理委員会

において行われて、認められた直接請求の数が３万５，５７８名。これは、言葉は失礼な

言い方ですが、私をリコールすることも議会をリコールすることも可能な直接請求の数で

あります。 

 それだけ重いものが提示されましたので、定数を１７名とする、当時の皆様方は、当時

まだ上限３４名という議員定数が国においてございました、人口１０万人から２０万人は。

それの半分ということで、１７名でいこうじゃないかということで、１７名ということで

の直接請求が起こったんです。３万５，５７８名の署名を私は頂戴をして、そして１月の

臨時議会において、定数１７名とする条例改正案を上程いたしました。しかしながらこれ

も継続審査となり、３月議会において結果的に否決されたところでございます。 

 その後、議会におかれましては、もう半年、８カ月後には市議会の改選があるわけです

から、定数についてはみずからが、違っていたかもしれません、翌年かもわかりません。

定数については議会みずからが決めるとされて、その御判断を私は期待し、注目しており

ましたけども、平成２３年９月の議会におきまして、議員有志から提案された定数を

２３名とする条例改正案及び２５名とする条例改正案、いずれもが否決されて、それから

同年１２月議会において、議員有志から提出された定数を２４名とする条例改正案がまた

もやそのとき否決をされております。 

 最終的には、平成２４年の６月議会において、定数を２５名とする、そのときは欠員も
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おられたわけでございますけども、いずれにしても定数を２５名とする議案が議員提案で

なされまして可決され、現在に至っているところでございます。 

 私は、３万５，０００名以上の御署名が有効と認められ、直接請求された１０名削減、

すなわち当時でいう１０名です、すなわち１７名が私は民意と思っております。私が申し

上げた議員定数半減という表現は、減らすなら半分、増やすなら倍と、こういう発想のも

とでのわかりやすいというか、自分なりの一つのフレーズとして使ったわけでございまし

て、その後の市民の皆様からのお話を、あるいは署名を前にして、この１７名が民意であ

ると、私は今も実は思っているところでございます。 

 合併新市はいや応なく改革がどんどん進んでいっております、現在も。さっきも申し上

げました１市５町が合併された山口市では、現在は１００名以上あった議員数が３４名に

なっております。２２年後に我が防府市は市制１００周年を迎えます。こうした中にあっ

て、いわゆる合併新市に勝るとも劣らないふるさとを築いていく上で、議会の皆様方の御

協力、議会の皆様方の改革も絶対に欠かすことのできないことではないかと。そういう意

味で、聖域なき行政改革という言葉を多用させていただいておるところでございます。 

 また、多くの市民もそのようにお考えであると思っておりますことから、このたびの選

挙におきましても、聖域なき行政改革、市議定数削減は市民の声というふうに明示させて

いただいたところでございます。 

 言葉足らずがあるかもしれませんが、以上、壇上よりの私の答弁とさせていただきます。 

○議長（行重 延昭君）  ９番、中林議員。 

○９番（中林 堅造君）  ありがとうございました。より詳しく年月を入れていただきま

したので、市民の方にもわかりやすくお聞きなることができたんじゃないかなと思ってお

ります。 

 お答えの中に、職員の削減の話もございました。市長は市職員の熱意あるいは御理解を

いただいて、職員数を減らしてこられたと思います。当時からしますと２割減ということ

でございます。市の職員の数１５年間で１，１００名から８８４名、２１６名の減少と。

これ以上削減できない職員の数と聞いておるところでございます。 

 確認でございますが、これ以上の削減は市民サービスの低下につながるんであるという

ことをお聞きしておりますが、そのあたりちょっとお聞きしたいんですが、よろしくお願

いします。 

○議長（行重 延昭君）  市長。 

○市長（松浦 正人君）  必ずしも私は限界点にきているとは思っておりません。まだま

だ私たちの知恵を、あるいは他市のいろいろ勉強させていただく中で、いろいろな方法が
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必ずやあると思っております。今が限界だというふうには全く考えておりません。 

○議長（行重 延昭君）  ９番、中林議員。 

○９番（中林 堅造君）  それをお聞きいたしまして、また少し話をもとに戻していきま

すが。防府市議会議員の削減は、この２５年間で３６名から２５名になっております。

１１名の削減でございます。しかしながら、市民の中には、定数２５名では困ると、そう

いうふうに感じてはいない、困ることはないというふうに思われると思います。 

 議員の方々の中には、削減をすると地域の声が届かなくなるということをよく耳にする

わけでございますが、私にはこの意味がよくわからないんです。私はもとより、国のこと

は国会議員が、県のことは県会議員が、市のことは市議会議員が、そして地元にはしっか

りした自治会長さんがいらっしゃるわけでございます。それもそれぞれの地域、防府市内

では２６２人だったでしょうか、そういう方々がいらっしゃるわけでございます。 

 また、防府市では市長の車座トークでしょうかね、あるいは地区懇談会ということがあ

り、市民には物言う機会があるわけでございますし、議会報告会これにおいては本当に多

くの方々からいろんな御要望が出されておるわけでございます。また、投書箱のようなも

のもあるわけでございますが、それ以外にも市民の声を聞く機会があるものでしょうか。

あるようであれば、教えてくださいませ。 

○議長（行重 延昭君）  総務部長。 

○総務部長（吉川 祐司君）  制度ということで、私のほうからお答えをいたします。 

 今おっしゃいましたような車座トーク、それから地区懇談会、こういうな、２年に１回

ずつぐらいやっているわけですけれども、それから市役所の案内所とか公民館等に設置し

ております「わたしの提言箱」、それからホームページ等からメールで直接提言をいただ

きます「市長への提言箱」、そういうふうなものもございます。それから、市政なんでも

相談課というところを設けておりまして、これにも直接いろいろな御要望を寄せられてい

るところでございます。 

 それから、いろんなことをやるときにいろんな委員会というものを立ち上げて、市民の

皆さんを公募、それから一般団体の方、学識経験を含めて市民の方の御意見をいただく場

を必ずといっていいほど設けております。 

 参画と協働という面からしまして、参画につきましては、防府市は相当程度進んでおる

というふうに思いますので、市民の声が市長のほうへ伝わる機会というのは十分と言い切

ってはいけないんでしょうけれども、十分整備されているというふうに思っております。 

○議長（行重 延昭君）  ９番、中林議員。 

○９番（中林 堅造君）  ありがとうございます。いろいろと本当に市民の方々からの声
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は市のほうへ入っておると。市議会議員というものは、防府市全体のことを考えなければ

ならないはずでございます。市全域の方々からお声をいただくことが、本来そういうこと

が基本だと私は思っております。 

 ところが、市民の方々からはまだ今もって次のような声をお聞きするんですが、本当か

どうかをちょっとお聞きしてみたいんですが。それは、議員でないと職員が話を聞いてく

れないことがある。できることは誰が聞きに行ってもできるわけだろうし、できないもの

はできないと思うわけでございますが、市の職員の方々には、そういうことはきちっと今

までもやってこられているだろうと思うんですが、そのあたりをちょっと教えていただけ

たらと思います。 

○議長（行重 延昭君）  市長。 

○市長（松浦 正人君）  私はちょっと今初めて聞いたぐらいの感じで。議員の方が物を

言わないと職員が話を聞かないというようなことは、私は断じてないと思っております。

どうですか。 

○議長（行重 延昭君）  総務部長。 

○総務部長（吉川 祐司君）  私が全職員を代表するわけではございませんが、そういう

ことはないというふうに思います。余談、言うようですけれども、一般質問でもいろいろ

質問されて、答弁をお聞きになっているとわかると思うんですけれども、やっぱりできる

こととできないことの区別は、誰が相手であってもきちんとしとると、そういうつもりで

全職員やっていると思います。 

○議長（行重 延昭君）  ９番、中林議員。 

○９番（中林 堅造君）  安心いたしました。３月議会でもお聞きをしてまいりました市

町村議会議員の補欠選挙、これは定数の６分の１を超えると行われるということでござい

ますが、超えないと行われないわけでございますが、行われない理由というものが何かあ

るのか教えていただけたらと思います。 

○議長（行重 延昭君）  選挙管理委員会事務局長。 

○選挙管理委員会事務局長（福田 直之君）  お答えいたします。今の内容につきまして

は、公職選挙法の中に規定されておりまして、そういう規定の中でのことでございますの

で、どういうふうな過程でそういうふうになったかというの、申しわけございません、ち

ょっとわかりません。 

 以上でございます。 

○議長（行重 延昭君）  ９番、中林議員。 

○９番（中林 堅造君）  私もいろいろ調べてみましたが、超えないと行われない、その
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行われない理由というものがなかなかわからないんです。行わなくてもいいということな

んだろうと思いますが、これは補欠選挙をしなくてもいいという、このことは、今例えば

４人減ったと、何かおやめになって、辞職をなさって違う選挙に出られるとか、あるいは

お亡くなりになったというようなことで、例えこの防府市議会でもって４人欠員ができた

にしても、今のこの数でやれると思うから議会は頑張ってやってくださいというふうに受

け取ってもいいんだろうなと、私はそういうふうに、この超えないと行われないというこ

とは、そういうふうに理解をさせてもらっております。前回も私はそういう意味合いで物

を申し上げておったと思います。 

 ところで、議員の報酬につきましてちょっとお聞きしてみたいんですが、本年度の予算

書を見ますと、２５人で２億２，８７９万７，０００円、これが予算書に載っておる数字

でございます。単純に２５人で割りますと、１人当たり９１５万１，８８０円。市長の主

張なさる先ほどの市民の代表の会の言われました議員定数１７人ならば、その８人分を考

えますと、７，３２１万５，０４０円少なくなるわけでございます。これが４年間続きま

すと、その削減額は２億９，２８６万１６０円になります。 

 ところで、職員の給与を下げたことがありました、昨年度。市長と三役の退職金も下げ

ました。これ全て、議会が決めております。市長は議員定数については議会側にボールは

あるよと、マスコミの質問に答えていらっしゃいます。議会は、議員の削減も議員が決め

ること、議案は全て議員が決めるという特権が議会の議員にはあります。議員の削減につ

いて我々が黙っているんであれば、せめて報酬を下げることについて議論をする方向を示

さないと、市民は２人削減で済ましているこの現状は許さないと思います。自分たちのこ

ととなると声も出さない、市民にはこのことをしっかりよく聞いておいていただきたいわ

けでございます。 

 市長は３月議会で先ほどの最初の答弁にもありましたが、自分も議員であったので議員

の深層心理はよく理解しておるつもりである。新しく任期をいただいた、頂戴したいずれ

かの時点で皆様方に御提示を申し上げ、皆様方に御判断を仰ぎたいと思っていると答えて

おられます。このことについて、今現在、市長、何か思いがあれば教えていただきたいと

思います。 

○議長（行重 延昭君）  市長。 

○市長（松浦 正人君）  私は私なりにいろいろな思いが去来をいたしております。議員

の皆様方のお気持ちも私はある程度、私も経験がございますので、ある程度、深層心理と

いう言葉を使ったかどうかは私もよくわかりませんが、そんなような思いで理解をいたし

ているつもりでございます。 
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 市長という立場の責任あるいは仕事というものも、議員の皆様方には恐らくきっと御理

解をいただいているところであろうと、かように思っておりますし、思いとうございます。 

 そんなようなことの中で、私はかねてからいろんな方から、例えば、これ例えばです。

議員さんを２割減じて報酬を２割減じたら結局４割減じたことになるんじゃないの、とい

うような、わかったようなわからないような提案というか意見を、この数字のことはよく

言われるんです、実は。しかし私は本議会でも昨年、一昨年かその前ぐらいにもお答えし

ていると思いますが、議員さん方の給料についてとやかく言うつもりは、私はございませ

ん。これは、報酬審においてしっかりと審議をいただいて御提示いただいているものであ

ろうと、かように私は考えております。 

 したがいまして、核心部分の御質問のように思うんですが、議員定数を１７名に減ずる

というような議案提案をするのかと、こういうだろうと思うんですが、仮に現時点でお出

しをしても、また同じ道を歩んでいくだけのことであって、その同じ道を歩んでいく時間

的なものが今の防府市にあるのかと。この状況の中で、私も執行部も議会の皆様方も力を

合わせて防府市の発展のため、２２年後の１００周年をどういう形で迎えるのかというこ

とについて、真剣な議論をしていかなければならない大切なときではないかと。 

 したがって、今５度目の負託を頂戴した私が、前回４年前のごとく直ちにこれを動くと

いうようなことは、まさに定数については、議会の皆様方に、現議会の皆様方にボールは

渡っているというふうに私は考えておりますので、今すぐさまどうこうというアクション

を私が起こすまでもないことではなかろうかと、かように考えているわけでございます。

御賢察をいただきたいと思っております。 

○議長（行重 延昭君）  ９番、中林議員。 

○９番（中林 堅造君）  ありがとうございました。我々議会のほうが、あと２年半でも

って改選があるわけでございますが、その議会改選までに間に合うような形でもって、も

う一度議会のほうでそういったことをしっかりと考えていくということを示していくこと

こそが、市長が負託なさった、あるいは市長をまた市長というふうに決めた市民の方々へ

も、そういう姿勢を我々が示すことが一番大事なことかなというふうに思いました。 

 実は、住民投票を市長が大震災のところでもって胸におさめられましたが、そのときに、

あのとき住民投票をやはりしたほうがよかったのではないかという声が、ここ私は何年か

の間随分と耳にいたしました。住民投票ということの大切な決断を心の中におさめられた

市長の思いを考えれば、我々議会はしっかりとしたその思いを受けとめて、この来る２年

半先の改選に私たちが姿勢を示さなければならないと、そういうふうに感じておるところ

でございます。我々議会と市長とのこれからの関係をしっかり築いていくためにも、その
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ことが大切なことだろうと私は思っております。 

 以上で、私の質問を終わります。 

○議長（行重 延昭君）  以上で、９番、中林議員の質問を終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（行重 延昭君）  これをもちまして、通告のありました一般質問は全て終了いた

しました。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 次の本会議は、７月１６日午前１０時から開催をいたします。その間、各常任委員会に

おかれましては、それぞれよろしく御審査のほど、お願いをいたします。 

 お疲れでございました。 

午後２時 １分 散会 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

地方自治法第１２３条第２項の規定により署名する。 

 平成２６年７月３日 

 

             防府市議会議長    行 重 延 昭 

 

             防府市議会議員    河 杉 憲 二 

 

             防府市議会議員    今 津 誠 一 
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